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齢
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齢
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説

は
じ
め
に

論
　
日
本
の
少
子
高
齢
化
は
、
世
界
に
例
を
み
な
い
速
さ
で
進
ん
で
い
る
。
特
に
、
近
年
の
高
齢
化
、
労
働
力
人
口
の
減
少
、
税
金
及

び
年
金
等
社
会
保
障
財
源
の
問
題
な
ど
、
大
き
な
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
加
え
て
、
二
〇
〇
七
年
か
ら
、
い
わ
ゆ
る
「
団
塊
の
世
代
」

の
定
年
ラ
ッ
シ
ュ
が
始
ま
り
、
企
業
経
営
や
社
会
・
経
済
に
与
え
る
影
響
は
計
り
知
れ
な
い
。
こ
の
状
況
を
改
善
す
る
た
め
に
は
、

働
く
意
欲
と
能
力
の
あ
る
高
齢
者
が
、
可
能
な
限
り
働
き
続
け
る
こ
と
が
で
き
る
環
境
を
整
備
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

同
様
の
問
題
を
抱
え
る
E
U
加
盟
国
は
、
一
九
九
七
年
の
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
…
サ
ミ
ッ
ト
に
お
い
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
全
体
で
失
業

の
削
減
を
図
る
　
（
特
に
、
長
期
失
業
者
、
高
齢
者
等
の
特
定
の
集
団
に
重
点
を
置
い
た
政
策
を
図
る
）
た
め
に
、
各
国
の
政
策
調
整

を
行
う
こ
と
に
合
意
し
た
。
ま
た
、
二
〇
〇
一
年
に
は
欧
州
理
事
会
が
政
策
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
と
し
て
高
齢
者
の
就
業
率
上
昇
の
目
標

を
定
め
、
五
五
歳
以
上
人
口
の
五
〇
％
が
就
労
す
る
こ
と
を
目
指
す
こ
と
と
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
E
U
各
国
で
は
、
年
齢
に
よ
る

雇
用
差
別
の
禁
止
を
立
法
化
す
る
動
き
が
急
速
に
進
ん
で
お
り
、
我
が
国
が
高
齢
者
雇
用
政
策
を
考
え
る
上
で
示
唆
的
で
あ
る
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
近
年
、
労
働
市
場
改
革
が
進
ん
で
い
る
ド
イ
ツ
に
お
け
る
高
齢
者
雇
用
政
策
に
つ
い
て
紹
介
す
る
こ
と
に
よ

り
、
日
本
の
高
齢
労
働
者
の
就
業
を
促
進
す
る
た
め
に
必
要
な
政
策
提
言
を
検
討
す
る
。
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一
ド
イ
ツ
に
お
け
る
高
齢
者
雇
用
の
現
状

1
　
ド
イ
ツ
に
お
け
る
高
齢
化
社
会
の
進
行

ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
、
少
子
高
齢
化
に
伴
い
年
金
財
政
が
悪
化
し
、
年
金
支
給
開
始
年
齢
の
引
き
上
げ
が
大
き
な
問
題
と
な
っ
て
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い
る
。
そ
こ
で
、
ま
ず
ド
イ
ツ
の
人
口
動
態
変
化
に
つ
い
て
み
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

二
〇
〇
三
年
ド
イ
ツ
連
邦
統
計
庁
の
報
告
に
よ
る
と
、
総
人
口
に
占
め
る
六
五
歳
以
上
人
口
の
割
合
は
、
一
九
八
〇
年
に
は

一
五
・
六
％
、
一
九
九
〇
年
は
一
五
％
、
二
〇
〇
〇
年
は
一
六
・
四
％
で
あ
っ
た
。
ま
た
将
来
推
計
に
よ
る
と
、
二
〇
一
〇
年
に

二
〇
・
四
％
、
二
〇
二
〇
年
に
二
二
・
一
％
、
二
〇
三
〇
年
に
二
六
・
六
％
、
二
〇
四
〇
年
に
は
二
九
％
に
上
昇
し
、
総
人
口
に
占
め

る
六
五
歳
以
上
人
口
の
割
合
は
、
ほ
ぼ
三
〇
％
に
達
す
る
と
予
想
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
総
人
口
に
占
め
る
高
齢
者
人
口
の
割
合
の

推
移
の
国
際
比
較
を
見
る
と
、
ド
イ
ツ
で
六
五
歳
以
上
人
口
の
割
合
が
七
％
か
ら
倍
の
一
四
％
に
達
し
た
所
要
年
数
（
倍
化
年
数
）

は
四
〇
年
と
最
短
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
後
、
八
〇
～
九
〇
年
代
に
は
ほ
ぼ
横
ば
い
に
推
移
し
、
九
〇
年
代
以
降
再
び
急
速
に
増
加
し

（1）

て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
人
口
の
高
齢
化
は
ド
イ
ツ
が
直
面
し
て
い
る
も
っ
と
も
重
大
な
課
題
と
な
っ
て
い
る
。

こ
れ
ま
で
ド
イ
ツ
で
は
、
老
齢
年
金
の
支
給
開
始
年
齢
が
六
五
歳
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
こ
の
比
率
を
総
人
口
に
占
め
る
年
金
受

給
者
の
比
率
と
考
え
れ
ば
、
五
〇
年
間
に
一
〇
ポ
イ
ン
ト
以
上
の
受
給
者
の
比
率
が
伸
び
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
た
め
、
高
齢
化
の

進
行
は
年
金
財
政
を
悪
化
さ
せ
、
さ
ら
に
少
子
化
が
進
み
、
年
金
保
険
料
を
支
払
う
現
役
世
代
の
人
口
減
少
が
相
侯
っ
て
、
年
金
財

政
は
よ
り
逼
迫
す
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
て
い
る
。

7）

2
　
高
齢
労
働
者
の
雇
用
状
況
と
高
失
業
率
の
原
因

（
1
）
　
低
い
高
齢
者
の
就
業
率

ド
イ
ツ
で
は
六
五
歳
定
年
（
労
働
者
が
満
六
五
歳
以
上
に
到
達
し
た
と
き
に
雇
用
関
係
が
終
了
す
る
）
を
定
め
て
い
る
企
業
が
多

い
が
、
実
際
に
労
働
者
は
五
五
歳
以
降
に
徐
々
に
退
職
し
は
じ
め
、
六
五
歳
ま
で
の
継
続
雇
用
は
少
な
い
と
言
わ
れ
て
い
る
。
従
来
、

ド
イ
ツ
の
高
齢
者
の
就
業
意
欲
は
日
本
の
よ
う
に
高
く
は
な
く
、
老
齢
年
金
の
受
給
が
可
能
に
な
る
と
退
職
す
る
の
が
通
常
で
あ
っ
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説

た
。
老
齢
年
金
の
支
給
開
始
年
齢
は
六
五
歳
で
あ
る
が
、
実
際
に
は
年
金
の
早
期
受
給
が
可
能
で
あ
る
た
め
、
六
〇
歳
代
前
半
に
ほ

と
ん
ど
の
人
が
退
職
し
て
年
金
生
活
に
入
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
早
期
退
職
制
度
（
早
期
年
金
制
度
）
に
よ
り
、
政
策
上
も
、
高
齢
者

論
　
の
早
期
退
職
が
奨
励
さ
れ
て
き
た
。

実
態
を
見
る
と
、
二
〇
〇
五
年
に
は
ド
イ
ツ
全
体
の
失
業
者
は
約
四
八
六
万
人
で
あ
り
、
五
〇
～
六
〇
歳
の
失
業
者
は
ド
イ
ツ
全

（2）

体
で
約
一
二
〇
万
人
（
全
失
業
者
の
二
五
％
）
で
あ
っ
た
。
こ
の
失
業
者
の
う
ち
五
五
歳
以
降
の
高
齢
者
は
五
八
万
人
と
推
計
さ
れ

て
い
る
。
ド
イ
ツ
全
体
の
失
業
者
は
年
々
増
加
し
て
い
る
も
の
の
、
五
五
歳
以
上
の
失
業
者
が
二
〇
〇
〇
年
以
降
減
少
傾
向
に
あ
る

の
は
、
早
期
退
職
政
策
か
ら
高
齢
者
雇
用
政
策
に
政
策
転
換
し
た
こ
と
を
理
由
に
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

五
五
～
六
五
歳
男
性
の
就
業
率
を
見
る
と
、
一
九
九
〇
年
代
半
ば
に
は
最
低
水
準
に
落
ち
込
ん
で
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
政
策
転

換
も
あ
り
、
そ
の
後
は
少
し
ず
つ
増
加
傾
向
に
な
っ
て
い
る
。
高
齢
労
働
者
の
就
業
率
を
見
て
み
る
と
、
五
五
～
六
四
歳
の
高
齢
労

働
者
の
就
業
率
は
二
〇
〇
〇
年
に
は
三
七
・
五
％
、
二
〇
〇
二
年
に
は
三
八
・
四
％
、
二
〇
〇
五
年
に
は
四
五
・
四
％
と
な
っ
て
い
る
。

さ
ら
に
他
の
推
計
に
よ
る
と
、
二
〇
一
〇
年
以
降
は
、
四
〇
歳
以
上
の
就
労
者
が
そ
れ
以
下
の
若
い
就
業
者
の
数
を
上
回
る
こ
と
が

予
想
さ
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
E
U
諸
国
に
お
け
る
高
齢
者
の
就
業
率
を
見
る
と
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
六
九
・
四
％
が
最
も
高
く
、

次
い
で
デ
ン
マ
ー
ク
（
五
九
五
％
）
、
イ
ギ
リ
ス
（
五
六
…
九
％
）
と
続
き
、
ド
イ
ツ
の
高
齢
者
の
就
業
率
は
四
五
…
四
％
と
E
U
諸

国
の
平
均
的
な
数
値
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。

（
2
）
　
高
齢
者
の
高
失
業
率
の
原
因

ド
イ
ツ
で
は
、
九
〇
年
代
ま
で
に
、
主
に
五
五
～
六
五
歳
の
中
高
年
齢
層
は
、
高
年
齢
者
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
や
失
業
給
付
と
早

期
年
金
受
給
シ
ス
テ
ム
な
ど
の
利
用
に
よ
っ
て
、
法
律
上
の
年
金
受
給
開
始
年
齢
で
あ
る
六
五
歳
よ
り
前
に
引
退
す
る
こ
と
が
可
能

（3）

で
あ
り
、
ま
た
一
般
的
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
ド
イ
ツ
の
高
齢
労
働
者
の
低
い
就
業
率
は
、
一
九
七
〇
年
代
以
降
の
失
業
率
の
増
加
に

（2007…　7）（86）42巻1号
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直
面
し
た
ド
イ
ツ
政
府
が
、
若
年
者
の
雇
用
機
会
を
増
や
す
た
め
に
、
中
高
年
労
働
者
の
引
退
を
促
進
す
る
早
期
退
職
政
策
を
積
極

的
に
採
用
し
て
き
た
こ
と
に
原
因
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
政
策
上
も
、
労
働
市
場
の
負
担
を
軽
減
す
る
政
策
R
U
的
か
ら
、
早
期
退

職
政
策
と
早
期
年
金
制
度
を
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
高
齢
者
の
早
期
退
職
が
奨
励
さ
れ
て
き
た
。
．
ま
た
、
企
業
側
も
、
こ
の

制
度
及
び
失
業
保
険
制
度
の
利
用
に
よ
り
高
齢
者
の
早
期
退
職
を
勧
奨
し
、
さ
ら
に
、
高
齢
労
働
者
も
早
期
退
職
に
よ
る
完
全
引
退

と
完
全
年
金
生
活
を
好
む
傾
向
が
見
ら
れ
た
。
そ
の
結
果
、
ド
イ
ツ
で
は
公
的
年
金
受
給
開
始
年
齢
が
六
五
歳
で
あ
る
に
も
関
わ
ら

ず
、
二
〇
〇
四
年
の
ド
イ
ツ
人
の
平
均
退
職
年
齢
は
六
一
…
三
歳
と
な
っ
て
い
た
。
ス
ペ
イ
ン
は
六
二
二
一
歳
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
は

六
二
・
八
歳
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
は
六
二
・
八
歳
、
イ
ギ
リ
ス
で
は
六
二
二
歳
な
ど
、
ド
イ
ツ
よ
り
高
い
平
均
退
職
年
数
を
達
成
し
て

い
る
。
高
齢
者
雇
用
政
策
は
、
各
国
の
労
働
市
場
の
状
況
や
制
度
的
仕
組
み
が
大
き
く
影
響
し
て
く
る
も
の
で
あ
り
、
ド
イ
ツ
で
は

前
述
し
た
よ
う
な
早
期
退
職
制
度
の
影
響
が
こ
こ
に
現
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
3
）
　
対
策

上
記
の
よ
う
な
高
齢
者
雇
用
の
実
態
に
加
え
、
年
金
財
政
の
悪
化
に
よ
る
年
金
財
政
の
見
直
し
、
労
働
市
場
改
革
の
一
環
と
し
て

の
失
業
給
付
期
間
の
見
直
し
な
ど
に
よ
り
、
こ
れ
ま
で
の
早
期
退
職
政
策
か
ら
、
高
年
齢
者
雇
用
促
進
策
へ
と
転
換
す
る
必
要
性
が

高
ま
っ
て
き
た
。
そ
こ
で
、
ド
イ
ツ
で
は
、
高
齢
者
の
雇
用
機
会
を
増
大
さ
せ
る
た
め
、
積
極
的
な
高
齢
者
雇
用
政
策
を
展
開
す
る

こ
と
が
喫
緊
の
課
題
と
な
っ
て
い
る
。
具
体
的
な
施
策
と
し
て
は
、
①
こ
れ
ま
で
の
早
期
退
職
政
策
を
転
換
し
て
、
高
齢
者
の
就
労

継
続
を
促
進
し
、
生
涯
労
働
時
間
を
延
長
す
る
こ
と
、
②
早
期
退
職
よ
り
も
継
続
就
労
を
促
進
す
る
た
め
の
適
切
な
財
政
的
イ
ン
セ

ン
テ
ィ
ブ
を
導
入
す
る
こ
と
、
③
高
齢
労
働
者
の
中
で
も
特
に
失
業
率
の
高
い
女
性
労
働
者
や
職
業
能
力
の
低
い
労
働
者
に
対
す
る

（4）

対
策
を
講
じ
る
こ
と
、
④
職
業
訓
練
や
生
涯
教
育
を
提
供
し
、
積
極
的
な
労
働
市
場
政
策
を
実
施
す
る
こ
と
、
⑤
パ
ー
ト
タ
イ
ム
な

ど
の
多
様
な
雇
用
形
態
を
促
進
す
る
た
め
の
法
律
を
整
備
す
る
こ
と
、
な
ど
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
。
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説

二
　
ハ
ル
ツ
改
革
以
前
の
状
況

論
　
大
量
失
業
の
克
服
と
い
う
大
き
な
政
策
課
題
に
対
し
て
、
ド
イ
ツ
で
は
シ
ュ
レ
ー
ダ
ー
政
権
下
で
、
ハ
ル
ツ
法
第
一
次
～
第
四
次

及
び
労
働
市
場
改
革
法
（
以
下
、
「
ハ
ル
ツ
改
革
法
」
と
い
う
）
な
ど
の
一
連
の
法
律
が
成
立
し
た
（
後
述
Ⅲ
）
。
こ
こ
で
は
、
ま
ず
、

ハ
ル
ツ
改
革
法
以
前
の
中
高
齢
労
働
者
の
雇
用
促
進
施
策
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
く
。

1
　
高
年
齢
労
働
者
に
関
す
る
法
制
度

ハ
ル
ツ
改
革
以
前
の
ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
、
高
年
齢
労
働
者
の
雇
用
に
つ
い
て
は
、
事
業
所
組
織
法
第
七
五
条
一
項
二
文
、
八
〇

条
一
項
六
号
、
九
六
条
二
項
二
文
に
関
連
す
る
規
定
が
お
か
れ
て
い
た
。
事
業
所
組
織
法
は
、
①
使
用
者
及
び
労
使
協
議
会
は
、
一

定
年
齢
以
上
の
労
働
者
が
不
当
に
解
雇
さ
れ
な
い
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
七
五
条
一
項
）
、
②
労
使
協
議
会
は
一
般
的
に
、

企
業
内
で
高
齢
者
の
雇
用
を
促
進
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
八
〇
条
一
項
）
、
③
使
用
者
及
び
労
使
協
議
会
は
職
業
訓

練
の
実
施
に
お
い
て
、
高
齢
者
の
利
益
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
九
六
条
二
項
）
と
規
定
し
て
い
る
。
ま
た
、
解
雇
制
限
法

の
被
解
雇
者
選
定
に
お
け
る
「
社
会
的
選
択
」
や
、
勤
続
年
数
を
基
準
と
し
て
通
常
解
雇
を
禁
止
す
る
協
約
も
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る

高
年
齢
労
働
者
に
対
す
る
解
雇
保
護
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
。

（5）

（
1
）
定
年
制
に
関
す
る
法
規
走

ま
た
、
定
年
制
に
関
す
る
法
制
度
と
し
て
は
、
社
会
法
典
第
六
編
第
四
一
条
が
あ
る
。
同
条
の
定
年
に
関
す
る
規
定
は
、

一
九
七
二
年
年
金
改
革
法
で
最
初
に
設
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
六
五
歳
未
満
で
か
つ
老
齢
年
金
を
受
給
で
き
る
時
点
で
の
一
律
退

職
を
禁
じ
て
い
た
。
そ
の
結
果
、
ド
イ
ツ
で
は
六
五
歳
で
労
働
関
係
が
終
了
す
る
と
い
う
考
え
方
が
労
働
協
約
に
反
映
さ
れ
、
さ
ら

お
（77002号l巻24
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に
法
で
定
め
る
年
金
受
給
開
始
年
齢
が
六
五
歳
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
年
齢
を
一
つ
の
引
退
の
時
期
と
み
な
す
傾
向
が
強
か
っ
た
。

一
九
七
二
年
法
は
一
九
九
二
年
年
金
改
革
法
に
よ
り
さ
ら
に
強
化
さ
れ
、
社
会
法
典
第
六
宿
第
四
一
条
四
項
三
文
が
追
加
さ
れ
た
。

こ
の
追
加
条
文
に
よ
り
、
六
五
歳
未
満
の
定
年
制
を
六
五
歳
に
延
長
す
る
こ
れ
ま
で
の
規
定
か
ら
、
老
齢
年
金
に
接
合
し
た
定
年
は

六
五
歳
定
年
も
含
め
て
す
べ
て
原
則
と
し
て
無
効
に
な
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
、
六
五
歳
を
超
え
る
雇
用
の
継
続
が
可
能
に
な
っ
た

（
す
な
わ
ち
事
実
上
定
年
を
廃
止
し
た
こ
と
に
な
る
）
。
し
か
し
な
が
ら
、
定
年
を
廃
止
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
後
継
者
の
た
め
の
労

働
ポ
ス
ト
が
不
足
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
や
、
中
期
的
・
長
期
的
人
事
計
画
が
制
約
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
、
人
事
政
策
上
の
理
由
に

よ
る
批
判
も
あ
り
、
一
九
九
四
年
改
正
で
は
、
六
五
歳
未
満
の
定
年
制
は
六
五
歳
に
延
長
さ
れ
る
が
、
六
五
歳
定
年
制
は
禁
止
の
対

象
と
は
な
ら
な
い
こ
と
と
な
っ
た
。

（6）

（
2
）
　
年
金
の
支
給
開
始
年
齢
と
早
期
引
退
制
度

こ
の
よ
う
な
定
年
制
度
改
革
は
、
少
子
高
齢
化
の
進
む
ド
イ
ツ
に
お
い
て
、
社
会
保
険
料
の
引
き
上
げ
、
老
齢
年
金
の
切
り
下
げ

又
は
支
給
開
始
年
齢
引
き
上
げ
を
内
容
と
す
る
改
革
、
さ
ら
に
は
早
期
引
退
制
度
と
あ
わ
せ
て
行
わ
れ
て
き
た
。

一
九
八
二
年
に
は
、
社
会
民
主
党
及
び
自
民
党
の
連
立
に
よ
る
シ
ュ
ミ
ッ
ト
政
権
に
よ
る
支
給
開
始
年
齢
の
柔
軟
化
を
も
た
ら
す

改
革
が
実
施
さ
れ
た
。
社
会
保
険
の
加
入
期
間
が
三
五
年
間
の
者
は
、
六
三
歳
か
ら
自
ら
の
意
思
で
引
退
年
齢
を
選
べ
る
よ
う
に
し
、

ま
た
、
加
入
期
間
一
五
年
以
上
の
女
性
と
過
去
一
八
ケ
月
に
お
い
て
一
年
以
上
失
業
し
て
い
た
者
は
、
六
〇
歳
か
ら
の
支
給
を
可
能

と
し
た
。
さ
ら
に
、
三
五
年
以
上
の
加
入
期
間
の
あ
る
労
働
不
能
な
い
し
稼
待
不
能
の
者
は
、
六
二
歳
か
ら
早
期
年
金
を
支
給
さ
れ

る
こ
と
と
し
た
。
ま
た
、
一
九
八
四
年
に
は
早
期
引
退
促
進
法
が
制
定
さ
れ
、
五
八
歳
以
上
の
労
働
者
を
解
雇
（
賃
金
の
六
五
％
以

上
の
手
当
を
支
給
）
　
し
、
若
年
者
を
雇
用
し
た
場
合
に
手
当
の
三
五
％
が
助
成
さ
れ
る
仕
組
み
と
な
っ
て
い
た
。

そ
の
後
、
急
速
な
少
子
高
齢
化
の
進
展
に
伴
な
う
年
金
保
険
支
出
の
増
大
を
抑
制
す
る
た
め
に
、
一
九
九
二
年
の
年
金
改
革
法
に
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よ
り
、
一
般
的
年
金
支
給
開
始
年
齢
は
、
段
階
的
に
六
〇
歳
か
ら
六
五
歳
に
引
上
げ
ら
れ
た
（
六
五
歳
に
な
る
の
は
男
性
二
〇
〇
三

年
、
女
性
二
〇
〇
五
年
）
。
さ
ら
に
一
九
九
九
年
年
金
改
革
で
は
、
年
金
水
準
を
、
就
業
中
の
可
処
分
所
得
の
七
〇
％
か
ら
六
三
％

論
　
に
引
き
下
げ
、
労
働
不
能
年
金
を
稼
得
不
能
年
金
に
統
合
す
る
こ
と
と
し
た
。

（
3
）
　
高
齢
者
短
時
間
労
働
法

企
業
の
合
理
化
努
力
の
一
環
と
し
て
、
高
齢
労
働
者
に
は
公
的
年
金
受
給
開
始
年
齢
で
あ
る
六
五
歳
に
達
す
る
以
前
に
早
期
退
職

の
機
会
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
中
心
的
役
割
を
果
た
し
て
い
る
の
は
、
高
齢
者
短
時
間
労
働
法
（
と
百
s
t
e
i
－
N
e
i
宙
e
s
e
F

（7）

と
3
N
G
）
　
で
あ
る
。
こ
の
法
律
は
、
①
五
五
歳
以
上
の
高
齢
フ
ル
タ
イ
ム
労
働
者
に
対
し
て
退
職
前
五
年
間
は
労
働
時
間
を
半
分

に
減
少
す
る
こ
と
、
②
雇
用
主
が
五
五
歳
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
の
労
働
者
の
労
働
時
間
を
減
少
す
れ
ば
、
雇
用
主
は
連
邦
雇
用
庁
か

ら
補
助
金
を
受
給
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
メ
リ
ッ
ト
と
し
て
、
企
業
に
と
っ
て
は
こ
れ
ま
で
高
齢
労
働
者
に
対
し
て
支

払
っ
て
き
た
高
い
給
料
の
負
担
を
軽
減
す
る
こ
と
が
で
き
る
上
、
高
齢
労
働
者
の
ノ
ウ
ハ
ウ
を
若
い
労
働
者
に
継
承
し
て
い
く
こ
と

が
で
き
る
。
ま
た
、
職
業
生
活
か
ら
年
金
生
活
へ
の
な
だ
ら
か
な
引
退
が
可
能
に
な
る
と
い
う
労
働
者
側
の
メ
リ
ッ
ト
や
、
高
齢
労

働
者
の
労
働
時
間
を
短
縮
し
た
部
分
に
失
業
者
を
採
用
し
た
り
、
職
業
訓
練
生
を
受
け
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
若
者
の
就
業
可
能

性
が
改
善
さ
れ
、
労
働
市
場
の
重
荷
が
軽
減
さ
れ
る
と
い
う
メ
リ
ッ
ト
も
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
労
働
者
が
五
五
歳
以
降
に
、
フ
ル
タ
イ
ム
労
働
者
の
賃
金
の
七
〇
％
を
受
け
取
り
な
が
ら
パ
ー
ト
タ
イ
ム
で
働
く

選
択
肢
が
与
え
ら
れ
て
以
降
、
高
齢
労
働
者
の
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
が
早
期
退
職
を
代
替
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
実
際
、
多
く
の
協

約
規
定
の
中
に
高
齢
者
短
時
間
規
定
が
導
入
さ
れ
、
高
齢
者
パ
ー
ト
の
ニ
ー
ズ
が
高
ま
っ
た
。
一
九
九
七
年
時
点
で
は
高
齢
者
パ
ー

ト
を
希
望
す
る
労
働
者
は
六
千
人
程
度
で
あ
っ
た
が
、
二
〇
〇
三
年
ま
で
に
五
万
三
千
人
に
、
さ
ら
に
二
〇
〇
四
年
上
半
期
に
は

（8）

七
万
九
千
人
に
増
大
し
た
。

42巻1号（2007．7）（90）



ドイツ労働市場改革における高齢者雇用政策

高
齢
者
パ
ー
ト
タ
イ
ム
制
度
は
、
失
業
者
等
の
雇
い
入
れ
の
促
進
と
高
齢
者
の
段
階
的
引
退
の
支
援
に
資
す
る
限
り
は
、
年
齢
差

別
禁
止
に
関
す
る
E
C
指
令
（
後
述
）
　
に
違
反
し
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
最
初
は
常
勤
で
雇
用
を
継
続
し
そ
の
後
完
全
に

引
退
す
る
と
い
う
ブ
ロ
ッ
ク
制
度
が
盛
ん
に
利
用
さ
れ
て
お
り
、
段
階
的
引
退
と
い
う
目
的
達
成
の
た
め
の
適
切
な
手
段
に
な
っ
て

（9）

い
な
い
点
に
問
題
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

な
お
、
同
法
は
二
〇
〇
九
年
に
期
限
が
切
れ
る
こ
と
に
と
も
な
い
、
企
業
は
こ
れ
ま
で
の
よ
う
な
早
期
退
職
促
進
及
び
助
成
金
制

度
か
ら
転
換
し
、
新
た
な
高
齢
者
の
人
事
制
度
を
再
構
築
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
て
い
る
。

（10）

2
　
E
U
の
高
年
齢
者
雇
用
政
策

E
U
諸
国
は
一
九
九
〇
年
代
ま
で
高
齢
者
雇
用
政
策
を
主
要
な
政
策
課
題
と
し
て
こ
な
か
っ
た
。
そ
の
理
由
は
、
経
済
不
況
及
び

若
年
労
働
者
の
過
剰
供
給
を
背
景
に
、
高
齢
者
は
早
期
退
職
し
て
若
年
者
に
雇
用
の
機
会
を
提
供
す
る
よ
う
に
期
待
さ
れ
た
た
め
で

あ
り
、
政
労
使
が
一
体
と
な
っ
て
高
齢
者
の
早
期
退
職
を
促
し
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
一
九
九
〇
年
代
に
入
り
E
U
諸
国
の
高
齢
化
が
急
速
に
進
み
、
税
及
び
年
金
等
社
会
保
障
負
担
の
増
大
が
危
供

さ
れ
、
さ
ら
に
高
年
齢
労
働
者
の
早
期
退
職
促
進
政
策
は
若
年
失
業
の
改
善
策
と
し
て
効
果
的
で
な
い
こ
と
が
多
く
の
研
究
で
明
確

に
な
る
と
、
今
度
は
高
齢
者
の
雇
用
を
促
進
し
、
高
齢
者
に
も
社
会
保
障
の
拠
出
者
と
な
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

そ
こ
で
、
E
U
は
一
九
九
〇
年
代
後
半
か
ら
、
「
活
力
あ
る
高
齢
化
」
を
大
き
な
政
策
目
標
と
し
て
掲
げ
、
積
極
的
な
高
齢
者
雇

用
対
策
に
乗
り
出
す
こ
と
と
な
っ
た
。
二
〇
〇
〇
年
の
リ
ス
ボ
ン
欧
州
理
事
会
で
は
、
E
U
の
雇
用
率
を
二
〇
一
〇
年
ま
で
に

七
〇
％
引
き
上
げ
る
こ
と
と
し
、
ま
た
、
二
〇
〇
一
年
の
ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
欧
州
理
事
会
で
は
、
高
齢
者
（
五
五
歳
か
ら
六
四
歳
、

男
女
計
）
　
の
E
U
平
均
就
業
率
を
二
〇
一
〇
年
ま
で
に
五
〇
％
に
引
き
上
げ
る
目
標
が
設
定
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
二
〇
〇
二
年
バ
ル
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セ
ロ
ナ
欧
州
理
事
会
で
は
、
二
〇
一
〇
年
ま
で
に
退
職
平
均
年
齢
を
五
歳
引
き
上
げ
六
五
歳
と
す
る
目
標
を
掲
げ
て
い
る
。
こ
の
よ

う
に
、
E
U
諸
国
は
、
高
齢
者
の
早
期
退
職
政
策
か
ら
、
「
活
力
あ
る
高
齢
化
」
を
目
指
し
た
高
齢
者
雇
用
促
進
政
策
へ
と
転
換
を

論
　
図
っ
て
い
る
。

（92）

三
　
ハ
ル
ツ
改
革
施
行
後
の
高
齢
者
に
対
す
る
労
働
市
場
政
策
の
展
開

、〓）

シ
ュ
レ
ー
ダ
ー
政
権
は
「
ハ
ル
ツ
委
員
会
」
報
告
（
二
〇
〇
二
年
八
月
）
を
踏
ま
え
て
、
二
〇
〇
三
年
一
月
に
ハ
ル
ツ
第
－
法
と

第
Ⅱ
法
を
成
立
さ
せ
た
（
こ
の
法
律
は
正
確
に
は
、
「
労
働
市
場
に
お
け
る
近
代
化
サ
ー
ビ
ス
の
た
め
の
法
律
（
G
e
s
e
汀
強
旨

m
O
d
e
r
n
e
D
i
e
n
s
t
】
e
i
s
F
n
g
a
m
旨
b
e
i
t
s
m
琶
k
t
…
以
下
、
「
ハ
ル
ツ
第
I
～
Ⅳ
法
」
と
い
う
）
。
こ
の
中
で
、
ド
イ
ツ
政
府
は
、
高
齢

者
の
職
場
復
帰
や
就
業
可
能
性
の
向
上
を
図
る
い
く
つ
か
の
措
置
を
講
じ
て
い
る
。

42巻1号（2007．7）

1
　
ハ
ル
ツ
第
－
法
・
第
Ⅱ
法
に
よ
る
改
革

（
1
）
社
会
法
典
第
三
編
の
改
正

社
会
法
典
第
三
薪
第
四
二
一
j
条
は
、
高
齢
者
に
対
す
る
賃
金
・
給
与
支
給
保
証
（
E
n
厨
e
－
t
s
i
c
h
e
r
u
n
g
）
を
規
定
し
た
。
こ
の

制
度
は
、
満
五
〇
歳
以
上
の
高
齢
者
は
失
業
給
付
金
受
給
資
格
（
一
八
〇
日
）
を
有
し
て
お
り
、
こ
の
労
働
者
が
、
保
険
義
務
を
負

ぅ
就
業
を
開
始
し
た
こ
と
に
よ
り
、
失
業
状
態
を
終
了
も
し
く
は
回
避
し
た
場
合
に
は
、
連
邦
雇
用
庁
が
従
前
の
賃
金
額
と
の
差
額

の
五
〇
％
と
法
定
年
金
保
険
の
追
加
保
険
料
を
保
証
す
る
も
の
で
あ
る
。
二
〇
〇
七
年
末
ま
で
の
期
限
付
き
労
働
市
場
施
策
で
あ
り
、

（ほ）

〓
疋
の
失
業
期
間
後
に
新
た
に
就
職
す
る
こ
と
に
対
し
て
、
経
済
的
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
与
え
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。
高
齢
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失
業
者
が
以
前
よ
り
も
低
い
賃
金
の
職
種
に
就
く
こ
と
が
奨
励
さ
れ
る
が
、
財
政
上
、
保
証
さ
れ
る
補
助
金
額
は
支
給
さ
れ
る
は
ず

（13）

の
失
業
給
付
と
ほ
ぼ
同
額
に
な
る
と
の
見
積
も
り
が
示
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
満
五
五
歳
以
上
の
失
業
者
を
雇
用
し
た
使
用
者
に
対
し
、
社
会
保
険
の
拠
出
義
務
を
免
除
す
る
制
度
（
強
制
失
業
保
険
の

免
除
－
B
e
賢
s
F
n
g
d
e
s
旨
b
e
i
釘
e
b
e
r
a
n
鼓
－
s
N
C
r
旨
b
e
i
t
s
－
O
S
e
n
く
e
r
S
i
c
h
e
r
u
n
g
－
、
社
会
法
典
第
三
編
第
四
二
一
k
条
）
が
あ
る
。

二
〇
〇
三
年
か
ら
五
五
歳
以
上
の
高
齢
者
を
雇
用
す
る
企
業
は
失
業
保
険
料
の
支
払
を
免
除
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
り
、

三
二
一
五
％
賃
金
コ
ス
ト
が
低
下
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
受
入
手
当
（
E
i
n
g
】
i
e
d
e
r
u
n
g
s
N
C
S
C
h
u
s
s
、
社
会
法
典
第
三
編
第
四
二
一
－
条
）
は
、
五
〇
歳
以
上
の
高
齢
失
業
者
を

採
用
す
る
企
業
は
、
雇
用
補
助
金
を
受
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
受
入
手
当
は
、
労
働
市
場
の
一
般
的
状
況
か
ら
受
け
入
れ
が
困
難

な
採
用
が
難
し
い
失
業
者
を
企
業
が
適
切
な
常
勤
雇
用
に
採
用
し
た
場
合
に
、
企
業
に
対
し
て
支
給
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

（14）

（
2
）
有
期
労
働
契
約
に
関
す
る
規
制
の
改
革

二
〇
〇
〇
年
一
二
月
二
一
日
に
制
定
さ
れ
た
「
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
及
び
有
期
労
働
契
約
に
関
す
る
規
定
を
定
め
並
び
に
労
働
法

の
規
定
を
改
正
し
及
び
廃
止
す
る
た
め
の
法
律
」
（
G
e
s
e
首
謀
e
r
が
i
訂
i
昏
b
e
i
t
u
n
d
b
e
賢
s
t
e
露
こ
ビ
オ
e
i
t
s
扁
r
密
e
u
n
d
N
C
r

許
d
e
r
u
n
g
u
n
d
旨
P
e
b
u
n
g
琶
b
e
i
t
s
r
e
c
h
t
】
i
c
h
e
r
B
e
s
已
m
m
u
n
g
．
以
下
、
「
パ
ー
ト
・
有
期
労
働
契
約
法
」
と
い
う
）
に
よ
れ
ば
、

満
五
八
歳
以
上
の
労
働
者
に
つ
い
て
は
、
正
当
事
由
の
不
要
な
期
限
設
定
が
上
限
や
更
新
回
数
の
制
約
な
し
に
認
め
ら
れ
て
い
た

（15）

（
パ
ー
ト
・
有
期
労
働
契
約
法
一
四
条
三
項
）
。
今
回
の
労
働
市
場
改
革
に
際
し
て
は
、
高
年
齢
労
働
者
に
対
す
る
有
期
契
約
の
利
用

（16）

を
拡
大
す
る
方
向
で
規
制
緩
和
措
置
が
実
施
さ
れ
、
パ
ー
ト
…
有
期
労
働
契
約
法
が
改
正
さ
れ
た
。
同
法
は
、
二
〇
〇
三
年
一
月
一

日
の
ハ
ル
ツ
第
－
法
に
よ
り
、
二
〇
〇
六
年
末
ま
で
の
時
限
措
置
と
し
て
、
満
五
八
歳
以
上
に
関
す
る
特
別
な
規
制
が
満
五
二
歳
に

引
下
げ
ら
れ
た
。
そ
の
結
果
、
二
〇
〇
三
年
一
月
一
日
か
ら
二
〇
〇
六
年
一
二
月
三
一
日
ま
で
に
締
結
さ
れ
た
満
五
二
歳
以
上
の
有

（2007．7）（93）42巻1号
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（
1
7
）

期
労
働
関
係
に
は
法
律
上
の
制
約
（
有
期
の
期
間
や
回
数
）
　
は
存
在
し
な
い
。

パ
ー
ト
…
有
期
労
働
契
約
法
一
四
条
三
項
の
適
用
除
外
規
定
を
め
ぐ
っ
て
は
、
年
齢
差
別
禁
止
規
定
等
を
盛
り
込
ん
だ
E
C
指
令

論
　
「
雇
用
お
よ
び
職
業
に
お
け
る
平
等
取
扱
い
の
一
般
的
枠
組
を
設
定
す
る
二
〇
〇
〇
年
二
月
二
七
日
の
理
事
会
指
令
（
同
年
一
二

月
二
日
施
行
、
以
下
「
N
0
0
0
＼
謡
＼
E
C
指
令
」
と
い
う
」
に
抵
触
し
な
い
か
ど
う
か
に
つ
い
て
議
論
が
あ
っ
た
。
当
初
は
、
①
こ
の

規
定
は
高
齢
者
の
雇
用
促
進
と
い
う
立
法
目
的
を
有
し
て
い
る
こ
と
（
指
令
六
条
一
項
）
、
②
年
齢
差
別
の
禁
止
は
雇
用
政
策
に
大

き
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
か
ら
、
E
U
加
盟
国
に
広
範
な
裁
量
を
付
与
し
て
い
る
こ
と
、
③
こ
の
事
件
は
E
C
指
令
の
国
内
法
へ
の

実
施
期
限
（
二
〇
〇
六
年
一
二
月
二
日
）
前
で
あ
っ
た
こ
と
等
か
ら
、
こ
の
規
定
は
そ
の
ま
ま
存
続
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。

（18）

し
か
し
、
二
〇
〇
五
年
二
月
の
欧
州
裁
判
所
判
決
に
よ
り
、
こ
の
規
定
は
N
0
0
0
＼
遥
＼
E
C
指
令
に
違
反
す
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
て

（19）
い
る
。（

3
）
　
ハ
ル
ツ
第
Ⅱ
法
に
よ
る
改
革

架
橋
手
当
（
B
昆
c
k
e
n
g
e
－
d
）
と
称
さ
れ
る
制
度
を
設
け
、
五
五
歳
以
上
の
失
業
者
に
つ
き
、
連
邦
雇
用
局
の
職
業
紹
介
を
辞
す

る
こ
と
が
で
き
る
代
わ
り
に
、
従
来
の
失
業
給
付
の
半
額
を
橋
渡
し
金
と
し
て
支
給
す
る
こ
と
と
し
た
（
二
〇
〇
四
年
末
ま
で
）
。

期
間
は
、
最
初
の
年
金
支
給
を
受
け
ら
れ
る
と
き
ま
で
で
あ
り
、
最
高
で
五
年
間
支
給
さ
れ
る
。
な
お
、
こ
の
処
置
を
受
け
る
者
は
、

雇
用
統
計
上
、
失
業
者
に
参
入
さ
れ
な
い
。

4

9

7

42巻1号（2007．

2
　
ハ
ル
ツ
第
Ⅲ
・
Ⅳ
法
に
よ
る
改
革

（加）

ハ
ル
ツ
第
Ⅲ
法
及
び
第
Ⅳ
法
に
お
い
て
、
高
齢
者
パ
ー
ト
タ
イ
ム
法
が
改
正
さ
れ
た
。
そ
の
理
由
と
し
て
は
、
そ
れ
ま
で
の
高
齢

者
パ
ー
ト
は
主
に
ブ
ロ
ッ
ク
モ
デ
ル
が
利
用
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
方
法
で
は
立
法
者
の
意
図
（
す
な
わ
ち
、
労
働
市
場
の
負
担
を
軽
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滅
す
る
効
果
の
他
に
、
高
齢
労
働
者
の
経
験
を
企
業
や
若
手
従
業
員
に
継
承
し
て
い
く
と
い
う
目
的
）
　
が
達
成
さ
れ
な
い
か
ら
で
あ

（21）る
。
同
法
の
目
的
は
、
高
齢
パ
ー
ト
の
促
進
を
さ
ら
に
展
開
し
て
い
く
と
と
も
に
、
継
続
的
な
労
働
時
間
の
減
少
を
と
も
な
う
高
齢

（
召

パ
ー
ト
を
促
進
す
る
こ
と
に
あ
る
。
ま
た
同
法
は
、
こ
れ
ま
で
し
ば
し
ば
複
雑
で
あ
る
と
感
じ
ら
れ
て
き
た
詳
細
な
規
定
を
単
純
化

、3】

し
、
ま
た
、
ブ
ロ
ッ
ク
モ
デ
ル
に
お
け
る
支
払
不
能
保
険
へ
の
加
入
義
務
を
導
入
し
た
点
も
注
R
出
さ
れ
る
。

こ
の
法
律
に
よ
れ
ば
、
労
働
者
は
使
用
者
と
の
合
意
に
よ
っ
て
、
年
金
受
給
開
始
前
に
労
働
時
間
を
短
縮
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

高
齢
者
パ
ー
ト
の
方
法
と
し
て
は
三
つ
の
モ
デ
ル
が
考
え
ら
れ
て
い
る
。
「
標
準
モ
デ
ル
」
は
、
す
べ
て
の
高
齢
パ
ー
ト
の
期
間
中

は
労
働
時
間
を
五
〇
％
短
縮
す
る
方
法
で
あ
る
。
「
段
階
モ
デ
ル
」
は
、
二
年
間
の
高
齢
パ
ー
ト
期
間
中
、
最
初
の
六
ケ
月
間
は

一
〇
〇
％
の
労
働
時
間
、
次
の
六
ケ
月
間
は
七
〇
％
、
そ
の
次
の
六
ケ
月
間
は
五
〇
％
、
最
後
の
六
ケ
月
間
は
三
〇
％
の
労
働
時
間

と
す
る
方
法
で
あ
る
。
こ
の
モ
デ
ル
で
重
要
な
の
は
、
高
齢
者
パ
ー
ト
法
一
条
一
項
に
規
定
さ
れ
て
い
る
〝
就
業
生
活
か
ら
年
金
生

活
へ
の
な
だ
ら
か
な
移
行
〟
と
い
う
目
的
を
も
っ
と
も
良
く
実
現
す
る
点
に
あ
る
。
ま
た
、
「
ブ
ロ
ッ
ク
モ
デ
ル
」
は
、
通
常
の
場
合
、

（24）

五
五
歳
か
ら
五
七
歳
ま
で
フ
ル
タ
イ
ム
　
（
一
〇
〇
％
の
労
働
時
間
）
　
で
働
き
、
そ
の
後
は
、
就
労
が
免
除
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

高
齢
者
パ
ー
ト
法
に
よ
れ
ば
、
高
齢
者
パ
ー
ト
の
開
始
時
に
お
い
て
少
な
く
と
も
五
五
歳
以
上
で
あ
り
、
過
去
五
年
間
に

一
〇
八
〇
日
間
社
会
保
険
義
務
の
あ
る
雇
用
に
つ
い
て
い
た
労
働
者
　
（
高
齢
者
パ
ー
ト
法
二
条
一
項
）
　
が
使
用
者
と
の
間
で
、
従
来

の
通
常
の
過
労
働
時
間
の
五
〇
％
に
短
縮
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
に
同
意
し
た
場
合
に
、
ブ
ロ
ッ
ク
モ
デ
ル
で
行
う
こ
と
も
可

能
で
あ
る
　
（
同
法
二
条
二
項
な
い
し
三
項
）
。
ま
た
、
労
働
時
間
の
短
縮
に
よ
っ
て
生
じ
る
報
酬
の
減
額
の
割
合
が
過
度
に
な
り
過

ぎ
な
い
よ
う
に
、
使
用
者
は
、
最
終
総
年
収
の
七
〇
％
ま
で
を
支
給
し
、
ま
た
、
法
定
年
金
保
険
の
保
険
料
を
支
払
う
こ
と
と
さ
れ

て
い
る
。

高
齢
者
パ
ー
ト
法
二
条
一
項
一
文
三
号
は
、
ド
イ
ツ
国
内
の
み
な
ら
ず
、
E
U
の
他
の
国
に
お
け
る
保
険
義
務
の
あ
る
雇
用
も
、

（95）42巻1号（2007…　7）



過
去
の
雇
用
期
間
の
算
定
に
当
た
っ
て
考
慮
さ
れ
う
る
と
規
定
し
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
規
定
を
筒
素
化
し
か
つ
運
用
を
容
易
に
す

（
挙

る
と
い
う
視
点
か
ら
、
高
齢
者
パ
ー
ト
期
間
中
に
適
用
さ
れ
る
労
働
時
間
の
算
定
方
法
が
変
更
さ
れ
た
。
高
齢
者
パ
ー
ト
に
特
徴
的

論
　
な
の
は
、
従
来
の
週
労
働
時
間
を
半
分
に
す
る
と
い
う
点
で
あ
る
（
高
齢
者
パ
ー
ト
法
二
条
一
項
二
文
）
。
同
法
六
条
二
項
及
び
三

項
に
は
、
二
段
階
で
算
定
さ
れ
る
週
労
働
時
間
が
定
義
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
第
一
段
階
で
は
、
高
齢
者
パ
ー
ト
に
移
行
す
る
以
前
に
、

高
齢
者
パ
ー
ト
を
希
望
し
た
労
働
者
と
の
間
で
ど
の
よ
う
な
労
働
時
間
の
合
意
が
な
さ
れ
た
か
、
そ
し
て
第
二
段
階
で
は
、
高
齢

パ
ー
ト
に
移
行
す
る
直
前
二
四
カ
月
を
平
均
し
て
ど
の
よ
う
な
労
働
時
間
が
標
準
的
で
あ
っ
た
か
を
算
出
す
る
。
こ
の
数
値
が
高
齢

者
パ
ー
ト
の
労
働
時
間
を
算
定
す
る
根
拠
に
な
る
。

ま
た
、
改
正
前
の
同
法
六
条
二
項
三
文
は
、
協
約
上
規
定
さ
れ
た
過
労
働
時
間
を
超
え
る
労
働
時
間
は
、
高
齢
者
パ
ー
ト
の
標
準

的
な
労
働
時
間
の
算
定
に
お
い
て
考
慮
さ
れ
な
い
と
規
定
さ
れ
て
い
た
た
め
、
こ
れ
ま
で
の
高
齢
者
パ
ー
ト
は
、
協
約
上
の
労
働
時

間
を
基
準
に
算
定
さ
れ
て
い
た
。
協
約
に
拘
束
さ
れ
な
い
事
業
所
に
お
い
て
は
、
高
齢
者
パ
ー
ト
の
求
め
に
応
じ
て
時
間
を
算
定
し

て
い
た
た
め
、
連
邦
雇
用
庁
は
そ
の
都
度
事
業
所
の
協
約
に
つ
い
て
調
査
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
改
正
高
齢
者

パ
ー
ト
法
第
六
条
は
、
二
項
三
文
並
び
に
三
項
を
削
除
し
て
、
協
約
を
基
準
と
し
た
労
働
時
間
の
算
定
を
廃
止
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ

て
、
協
約
に
拘
束
さ
れ
る
事
業
所
の
比
較
的
長
い
労
働
時
間
は
高
齢
者
パ
ー
ト
契
約
に
と
っ
て
も
は
や
障
害
で
は
な
く
な
り
、
む
し

ろ
、
同
法
二
条
一
項
二
文
に
規
定
さ
れ
た
従
来
の
過
労
働
時
間
の
半
分
と
い
う
基
準
に
つ
い
て
は
、
各
労
働
者
の
こ
れ
ま
で
の
労
働

時
間
に
基
づ
い
て
決
定
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

6977

∞2号l巻24

3
　
そ
の
他
の
措
置

（
1
）
　
起
業
の
た
め
の
補
助
金
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事
業
を
立
ち
上
げ
る
者
へ
の
採
用
補
助
金
で
あ
り
、
起
業
者
が
高
齢
失
業
者
を
採
用
す
る
場
合
、
採
用
補
助
金
の
支
給
を
受
け
る

こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
当
該
給
付
金
は
、
総
収
入
の
五
〇
％
を
上
限
と
し
て
、
従
業
員
五
人
未
満
の
企
業
に
対
し
て
一
二
ケ

月
間
支
給
さ
れ
る
。

（
2
）
失
業
給
付
の
給
付
期
間
短
縮
（
社
会
法
典
第
二
一
七
条
）

従
来
、
四
五
歳
以
上
の
失
業
者
は
最
長
三
二
ケ
月
間
失
業
給
付
を
受
給
す
る
こ
と
が
で
き
た
が
、
ハ
ル
ツ
第
Ⅳ
法
に
よ
り
、
失
業

給
付
金
の
最
大
資
格
期
間
は
短
縮
さ
れ
、
二
〇
〇
六
年
二
月
一
日
以
降
は
五
五
歳
未
満
の
失
業
者
は
最
長
一
二
ケ
月
、
五
五
歳
以
上

は
最
長
一
八
ケ
月
と
な
っ
た
。

四
　
高
齢
者
雇
用
政
策
の
効
果
と
評
価
及
び
今
後
の
課
題

1
　
改
革
の
結
果
と
問
題
点

（
1
）
高
齢
者
雇
用
政
策
の
結
果

現
状
に
お
い
て
ド
イ
ツ
の
高
齢
者
労
働
市
場
政
策
を
評
価
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
高
齢
労
働
者
を
対
象
と
し
た
様
々

な
改
革
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
実
際
の
利
用
者
数
は
芳
し
く
な
く
、
高
齢
者
雇
用
政
策
の
成
果
は
顕
著
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と
は
言
い

難
い
。そ

の
理
由
と
し
て
、
第
一
に
、
従
来
の
早
期
退
職
政
策
か
ら
高
齢
者
雇
用
促
進
政
策
の
転
換
を
図
る
と
し
な
が
ら
、
実
際
に
は
高

齢
者
の
再
就
職
に
は
困
難
が
伴
う
上
、
再
就
職
先
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
ま
ま
社
会
保
障
支
給
の
削
減
が
行
わ
れ
て
い
る
点

を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
手
厚
い
社
会
保
障
の
カ
ッ
ト
と
雇
用
の
促
進
は
セ
ッ
ト
で
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
り
、
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雇
用
の
促
進
は
政
府
の
路
線
変
更
だ
け
で
上
手
く
い
く
も
の
で
は
な
い
。
高
齢
者
の
雇
用
促
進
は
、
政
労
使
が
一
体
と
な
っ
て
取
り

組
む
べ
き
課
題
で
あ
る
。

論
　
第
二
に
、
労
働
者
は
政
府
が
講
じ
て
い
る
様
々
な
高
齢
者
雇
用
政
策
に
つ
い
て
十
分
な
情
報
を
得
て
い
な
い
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。

後
述
す
る
よ
う
に
、
特
に
賃
金
支
給
保
証
に
関
す
る
情
報
提
供
が
十
分
行
わ
れ
て
い
な
い
た
め
、
実
際
の
利
用
者
数
が
予
想
さ
れ
て

い
た
ほ
ど
伸
び
て
い
な
い
と
い
う
結
果
が
出
て
い
る
。

第
三
に
、
こ
こ
数
十
年
続
い
て
き
た
中
高
年
労
働
者
の
早
期
退
職
政
策
の
結
果
、
使
用
者
の
み
な
ら
ず
労
働
者
自
身
も
進
ん
で
早

期
退
職
を
希
望
す
る
場
合
が
少
な
く
な
い
。
ド
イ
ツ
で
は
、
中
高
年
労
働
者
の
労
働
意
欲
は
そ
れ
程
高
く
な
い
点
に
も
問
題
が
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
。

第
四
に
、
高
齢
者
短
時
間
労
働
法
に
基
づ
く
部
分
退
職
制
度
に
よ
っ
て
、
退
職
の
よ
り
柔
軟
な
段
階
的
移
行
が
促
進
さ
れ
る
こ
と

に
な
っ
て
い
る
が
、
実
際
に
は
そ
れ
は
う
ま
く
機
能
し
て
い
な
い
こ
と
や
、
年
金
を
受
給
し
な
が
ら
の
就
労
を
促
進
す
る
施
策
は
ほ

と
ん
ど
盛
り
込
ま
れ
て
い
な
い
こ
と
も
指
摘
で
き
る
だ
ろ
う
。

（
2
）
賃
金
支
給
保
証
に
関
す
る
評
価
結
果

ド
イ
ツ
政
府
の
報
告
書
に
よ
る
と
、
労
働
市
場
改
革
に
お
け
る
高
齢
者
雇
用
政
策
の
う
ち
、
貸
金
・
給
与
支
給
保
証
に
関
す
る
間

（26）

題
点
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

二
〇
〇
五
年
に
は
、
賃
金
支
給
保
証
を
伴
う
助
成
措
置
へ
の
ア
ク
セ
ス
件
数
は
約
五
三
〇
〇
件
で
あ
り
、
新
た
な
ア
ク
セ
ス
の
う

ち
約
三
分
の
一
は
東
ド
イ
ツ
地
域
で
あ
っ
た
。
二
〇
〇
五
年
に
賃
金
支
給
保
証
を
受
け
た
者
の
大
半
は
、
月
々
二
八
五
ユ
ー
ロ
以
下
、

日
額
に
し
て
九
・
五
ユ
ー
ロ
の
貸
金
支
給
保
証
を
受
け
て
お
り
、
新
た
な
雇
用
に
お
け
る
手
取
り
賃
金
は
、
以
前
よ
り
低
く
月
々

五
七
〇
ユ
ー
ロ
で
あ
っ
た
。
助
成
金
の
額
は
東
ド
イ
ツ
地
域
よ
り
西
ド
イ
ツ
地
域
の
方
が
約
八
％
高
か
っ
た
。
女
性
は
月
々
二
八
五
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ユ
ー
ロ
以
下
で
あ
り
、
そ
れ
に
対
し
て
男
性
は
月
々
四
〇
五
ユ
ー
ロ
か
ら
七
六
五
ユ
ー
ロ
　
（
日
額
に
し
て
一
三
…
五
ユ
ー
ロ
か
ら

二
五
・
五
ユ
ー
ロ
）
　
と
約
二
倍
に
な
っ
て
い
た
。

賃
金
支
給
保
証
に
つ
い
て
は
、
連
邦
雇
用
庁
が
〓
疋
期
間
賃
金
差
額
の
大
部
分
を
補
助
金
で
保
証
す
る
、
い
わ
ゆ
る
義
務
給
付

（
ヨ
i
c
h
ま
i
s
F
n
g
）
　
に
な
っ
て
お
り
、
連
邦
雇
用
庁
に
は
保
証
の
額
に
つ
い
て
裁
量
の
余
地
は
な
い
。
賃
金
支
給
保
証
の
潜
在
的
な

利
用
者
に
と
っ
て
連
邦
雇
用
庁
の
情
報
政
策
は
非
常
に
重
要
な
も
の
で
あ
る
が
、
連
邦
雇
用
庁
は
賃
金
支
給
保
証
に
戦
略
的
意
義
を

見
出
し
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
実
際
、
賃
金
支
給
保
証
の
利
用
を
希
望
す
る
者
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
よ
る
と
、
連
邦
雇
用
庁
は

こ
の
賃
金
支
給
保
証
を
そ
れ
程
積
極
的
に
宣
伝
し
て
お
ら
ず
、
労
働
者
は
担
当
者
か
ら
賃
金
支
給
保
証
に
つ
い
て
ほ
と
ん
ど
情
報
を

提
供
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
。
ま
た
、
二
〇
〇
五
年
三
月
か
ら
四
月
の
賃
金
支
給
保
証
の
利
用
者
に
よ
る
と
、
担
当
者
と
の
相
談
（
対

話
）
　
の
中
で
賃
金
支
給
保
証
に
つ
い
て
ほ
と
ん
ど
ア
ド
バ
イ
ス
さ
れ
て
お
ら
ず
、
む
し
ろ
、
彼
ら
　
（
彼
女
た
ち
）
　
は
自
ら
、
連
邦
雇

用
庁
か
ら
提
供
さ
れ
た
情
報
資
料
を
注
意
深
く
読
み
、
ま
た
、
貸
金
支
給
保
証
に
つ
い
て
メ
デ
ィ
ア
か
ら
情
報
を
入
手
し
た
と
い
う
。

さ
ら
に
、
二
〇
〇
四
年
末
か
ら
二
〇
〇
五
年
初
め
に
か
け
て
賃
金
支
給
保
証
を
受
け
た
三
〇
〇
人
を
対
象
に
行
っ
た
調
査
に
よ
る
と
、

連
邦
雇
用
庁
の
ア
ド
バ
イ
ス
や
仲
介
が
職
場
探
し
に
役
立
っ
た
と
答
え
た
も
の
は
僅
か
一
一
％
程
度
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、

回
答
者
の
五
分
の
四
以
上
　
（
八
四
％
）
　
は
、
新
た
な
職
場
を
自
分
で
探
し
た
と
し
て
お
り
、
次
に
多
か
っ
た
の
は
、
個
人
的
な
つ
な

が
り
や
職
業
上
の
つ
な
が
り
（
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
）
　
が
三
分
の
一
と
な
っ
て
い
る
　
（
複
数
回
答
可
）
。
ま
た
、
電
話
調
査
の
結
果
に
よ

る
と
、
賃
金
支
給
保
証
に
関
す
る
情
報
源
と
し
て
、
職
業
紹
介
所
に
よ
る
相
談
　
（
一
八
％
）
、
連
邦
雇
用
庁
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト

（
一
八
％
）
、
連
邦
雇
用
庁
に
よ
る
貸
金
支
給
保
証
に
関
す
る
説
明
会
　
（
一
七
％
）
　
な
ど
と
な
っ
て
い
る
。
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2
　
新
た
な
試
み
～
年
金
制
度
改
革
と
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
5
0
プ
ラ
ス

（
1
）
　
年
金
制
度
改
革

論
　
　
ド
イ
ツ
連
邦
政
府
は
、
二
〇
〇
六
年
〓
月
末
、
年
金
受
給
開
始
年
齢
適
合
法
案
を
閣
議
決
定
し
た
。
同
法
案
に
よ
れ
ば
、
年
金

（27）

受
給
開
始
年
齢
は
二
〇
一
二
年
か
ら
二
〇
二
九
年
ま
で
の
期
間
に
段
階
的
に
六
五
歳
か
ら
六
七
歳
に
引
き
上
げ
ら
れ
て
い
く
。
同
法

案
で
は
、
一
九
四
七
年
以
降
一
九
五
八
年
ま
で
に
生
ま
れ
た
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
一
年
に
つ
き
一
ケ
月
ず
つ
受
給
開
始
時
期
が
引
延
ば

さ
れ
る
の
で
、
例
え
ば
一
九
五
五
年
生
ま
れ
の
場
合
に
は
、
六
五
歳
九
ケ
月
で
年
金
の
受
給
年
齢
に
達
す
る
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
、

一
九
五
九
年
以
降
に
生
ま
れ
た
者
か
ら
は
、
引
延
ば
し
の
幅
が
一
年
に
つ
き
二
ケ
月
に
拡
大
さ
れ
る
た
め
、
例
え
ば
一
九
六
三
年
生

ま
れ
の
人
の
受
給
開
始
は
、
満
六
六
歳
と
一
〇
ヶ
月
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
一
九
六
四
年
以
降
に
生
ま
れ
た
者
か
ら
は
、
満
六
七
歳

（乃）

が
受
給
開
始
時
期
と
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
四
五
年
以
上
年
金
保
険
料
を
納
め
た
人
は
、
従
来
ど
お
り
六
五
歳
で
満
額
の
年
金
を
受
給

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

六
五
歳
か
ら
六
七
歳
に
段
階
的
に
引
き
上
げ
ら
れ
る
点
は
大
き
な
制
度
改
革
の
一
つ
で
あ
り
、
年
金
支
出
を
大
き
く
減
少
さ
せ
、

年
金
財
政
の
健
全
化
に
と
っ
て
は
大
き
な
効
果
が
期
待
さ
れ
る
。
し
か
し
、
定
年
に
な
っ
て
収
入
が
な
く
年
金
も
受
け
取
れ
な
い
高

齢
者
の
老
後
の
生
活
保
障
と
い
う
視
点
か
ら
は
、
年
金
支
給
開
始
年
齢
ま
で
働
く
こ
と
が
で
き
る
こ
と
が
大
前
提
で
あ
り
、
高
齢
者

雇
用
政
策
の
面
で
も
さ
ら
な
る
改
革
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

（乃）

（
2
）
　
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
5
0
プ
ラ
ス

ド
イ
ツ
政
府
は
、
二
〇
〇
六
年
九
月
一
三
日
、
中
高
年
労
働
者
の
雇
用
拡
大
、
職
業
能
力
の
向
上
を
柱
と
し
た
中
高
年
雇
用
対
策

「
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
5
0
プ
ラ
ス
」
を
閣
議
決
定
し
た
。
こ
の
政
策
は
、
中
高
年
労
働
者
の
雇
用
機
会
の
拡
大
と
職
業
能
力
の
向
上
を
目

的
と
し
て
お
り
、
中
高
年
労
働
者
が
よ
り
長
く
仕
事
を
続
け
ら
れ
る
よ
う
支
援
し
、
高
齢
の
失
業
者
に
再
就
職
の
機
会
を
提
供
す
る

001
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こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
5
0
プ
ラ
ス
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
提
出
し
た
フ
ラ
ン
ツ
‥
、
『
ユ
ン
テ
フ
エ
リ
ン
グ
労
働
社

会
相
は
、
「
二
〇
〇
九
年
ま
で
に
は
、
五
〇
歳
以
上
の
労
働
者
人
口
の
比
率
を
現
在
の
四
五
％
か
ら
五
〇
％
に
引
き
上
げ
た
い
と
考

え
て
い
る
。
年
配
者
に
も
仕
事
の
チ
ャ
ン
ス
を
与
え
る
べ
き
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
5
0
プ
ラ
ス
の
内
容
は
、
①
二
〇
一
〇
年
ま
で
に
五
〇
歳
以
上
の
就
業
率
を
五
五
％
に
引
き
上
げ
る
こ
と
、
②
五
五

歳
以
上
の
早
期
退
職
率
を
顕
著
に
引
き
下
げ
る
こ
と
、
③
コ
ン
ビ
・
ロ
ー
ン
や
帝
人
助
成
金
を
活
用
し
、
高
齢
失
業
者
の
再
就
職
率

を
改
善
す
る
こ
と
、
④
将
来
の
労
働
市
場
の
要
請
に
適
う
技
能
を
身
に
つ
け
る
た
め
の
職
業
再
訓
練
へ
の
参
加
率
を
高
め
る
こ
と
、

を
具
体
的
目
標
に
掲
げ
て
い
る
。
こ
こ
で
注
目
に
値
す
る
の
は
、
コ
ン
ビ
・
ロ
ー
ン
及
び
職
業
再
訓
練
で
あ
る
。

（
a
）
　
コ
ン
ビ
・
ロ
ー
ン
と
編
入
助
成
金

一
般
に
コ
ン
ビ
…
ロ
ー
ン
と
は
、
失
業
者
を
低
賃
金
労
働
に
従
事
さ
せ
、
こ
れ
を
国
家
の
補
助
金
で
助
成
す
る
も
の
で
あ
る
。
イ

ニ
シ
ア
チ
ブ
5
0
プ
ラ
ス
に
よ
る
コ
ン
ビ
・
ロ
ー
ン
は
、
五
〇
歳
を
超
え
る
失
業
者
が
前
職
と
比
較
し
て
所
得
の
低
い
職
に
新
た
に
就

い
た
と
き
、
賃
金
補
助
金
の
受
給
資
格
を
得
る
仕
組
み
に
な
っ
て
い
る
。
当
該
補
助
金
の
額
は
、
初
年
度
は
手
取
り
賃
金
の
差
額
の

五
〇
％
、
二
年
目
か
ら
は
三
〇
％
が
助
成
さ
れ
る
。
年
金
保
険
料
に
つ
い
て
も
、
以
前
の
賃
金
に
対
す
る
保
険
料
の
九
〇
％
が
二
年

（刃）

間
支
給
さ
れ
る
。

ま
た
、
中
高
年
労
働
者
を
採
用
す
る
使
用
者
に
は
編
入
助
成
金
が
支
給
さ
れ
る
。
中
高
年
労
働
者
を
採
用
す
る
事
業
所
は
、
一
年

を
超
え
る
雇
用
契
約
の
場
合
は
、
最
長
三
年
間
、
少
な
く
と
も
賃
金
の
三
〇
％
（
最
高
で
五
〇
％
）
を
編
入
助
成
金
と
し
て
受
給
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
政
府
は
こ
の
編
入
助
成
金
に
よ
り
、
年
間
五
～
七
万
人
の
中
高
年
労
働
者
の
雇
用
を
支
援
す
る
こ
と
を
目
標
と

し
て
い
る
。

（
b
）
　
職
業
再
訓
練
の
促
進
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ま
た
、
従
来
か
ら
、
中
高
年
や
低
資
格
の
労
働
者
向
け
に
職
業
再
訓
練
を
促
進
す
る
た
め
に
、
従
業
員
一
〇
〇
人
以
下
の
企
業
に

お
い
て
五
〇
歳
以
上
の
労
働
者
は
、
認
定
さ
れ
た
職
業
訓
練
コ
ー
ス
を
受
講
す
る
た
め
の
助
成
金
を
受
け
取
る
仕
組
み
が
あ
っ
た
。

論
　
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
5
0
プ
ラ
ス
で
は
、
こ
の
制
度
を
改
定
し
て
、
従
業
員
二
五
〇
人
以
下
の
企
業
に
拡
大
す
る
と
と
も
に
、
対
象
と
な
る

年
齢
を
四
五
歳
以
上
に
引
き
下
げ
る
こ
と
に
よ
り
、
中
高
年
労
働
者
は
、
資
格
取
得
の
た
め
の
質
の
高
い
職
業
再
訓
練
を
自
由
に
選

択
で
き
る
よ
う
に
し
た
。
再
訓
練
は
、
生
涯
学
習
の
概
念
を
満
た
す
知
識
を
構
築
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
こ
で
の
教
育
訓

練
は
企
業
の
ニ
ー
ズ
に
関
す
る
0
1
T
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
従
業
員
の
ニ
ー
ズ
に
通
う
よ
り
総
合
的
な
も
の
で
な
け
れ

（31）

ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。

42巻1号（2007…　7）（102）

3
　
今
後
の
課
題

（
1
）
　
高
齢
者
短
時
間
労
働
法
に
代
わ
る
新
た
な
政
策

ド
イ
ツ
で
は
、
法
令
上
の
制
度
で
は
な
い
が
、
労
働
時
間
が
労
働
協
約
で
定
め
ら
れ
た
も
の
と
乗
離
す
る
場
合
に
、
時
間
外
手
当

等
に
よ
っ
て
金
銭
的
に
清
算
せ
ず
に
、
中
長
期
的
に
プ
ラ
ス
あ
る
い
は
マ
イ
ナ
ス
の
債
権
と
し
て
各
労
働
者
の
労
働
時
間
貯
蓄
口
座

に
記
録
し
て
い
く
「
労
働
時
間
貯
蓄
口
座
制
度
（
旨
さ
e
i
t
s
鼠
算
O
n
t
O
）
」
が
普
及
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
長
い
調
整
期
間
の
枠
内
で

各
労
働
者
の
労
働
時
間
を
銀
行
口
座
の
よ
う
に
記
録
・
管
理
し
、
一
日
八
時
間
を
超
え
る
時
間
外
労
働
を
休
暇
で
補
償
す
る
制
度
で

あ
り
、
高
齢
者
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
法
（
二
〇
〇
九
年
末
ま
で
の
時
限
立
法
）
　
に
代
わ
る
対
策
と
し
て
注
目
さ
れ
て
い
る
。

（32）

（
2
）
「
一
般
平
等
取
扱
法
（
b
ヒ
g
e
ヨ
e
i
n
e
G
－
e
i
c
h
b
e
h
a
n
d
F
n
g
s
g
e
s
e
旦
」
と
年
齢
差
別
の
禁
止

前
述
し
た
よ
う
に
、
E
U
で
は
、
人
種
・
民
族
禁
止
指
令
（
N
0
0
0
＼
お
＼
E
G
）
、
雇
用
差
別
禁
止
指
令
（
N
0
0
0
＼
遥
＼
E
G
）
、
男
女
雇

用
差
別
禁
止
指
令
（
宗
＼
N
O
↓
＼
E
G
）
な
ど
、
差
別
禁
止
に
関
す
る
E
C
指
令
が
相
次
い
で
採
択
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
E
U
指
令
に
よ
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れ
ば
、
人
種
、
民
族
、
宗
教
も
し
く
は
信
条
、
障
害
、
年
齢
、
性
的
志
向
ま
た
は
性
を
理
由
と
す
る
労
働
法
上
の
差
別
が
禁
止
さ
れ

て
い
る
。
そ
し
て
、
E
U
加
盟
国
は
こ
れ
ら
を
期
限
ま
で
に
国
内
法
化
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
お
り
、
ド
イ
ツ
で
は
二
〇
〇
六
年

一
二
月
が
国
内
法
化
の
期
限
と
な
っ
て
い
た
。

そ
こ
で
、
連
邦
政
府
は
、
二
〇
〇
六
年
八
月
一
八
日
、
包
括
的
な
差
別
禁
止
法
で
あ
る
「
一
般
的
平
等
取
扱
法
（
と
ー
g
e
m
e
i
n
e

（33）

G
－
e
i
c
h
b
e
h
a
n
d
－
u
n
g
s
g
e
s
e
亙
、
以
下
、
「
A
G
G
」
と
い
う
」
を
制
定
し
た
。
同
法
は
、
人
種
あ
る
い
は
民
族
、
性
、
宗
教
あ
る

い
は
世
界
観
、
障
害
、
年
齢
ま
た
は
性
的
志
向
を
理
由
と
す
る
不
利
益
取
扱
い
を
防
止
ま
た
は
排
除
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
お
り
、

こ
れ
ら
を
理
由
と
す
る
不
利
益
取
扱
い
は
禁
止
さ
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
同
法
は
、
現
に
存
在
す
る
不
利
益
の
排
除
お
よ
び
将
来

の
不
利
益
回
避
の
た
め
の
積
極
的
是
正
措
置
や
、
年
齢
を
理
由
と
す
る
異
な
る
取
扱
い
が
職
務
の
性
質
及
び
そ
の
遂
行
条
件
に
と
っ

て
本
質
的
か
つ
重
要
な
要
請
に
も
と
づ
く
場
合
に
は
、
異
な
る
取
扱
い
が
正
当
化
さ
れ
る
と
し
て
い
る
。

特
に
、
年
齢
を
理
由
と
す
る
異
な
る
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
客
観
的
か
つ
適
正
で
、
適
法
な
目
的
に
よ
っ
て
正
当
化
さ
れ
、

そ
の
達
成
手
段
が
適
正
か
つ
必
要
で
あ
る
場
合
に
有
効
と
な
る
と
さ
れ
て
い
る
。
目
的
の
正
当
性
は
、
個
々
の
企
業
に
お
け
る
職
業

と
の
関
連
性
や
雇
用
政
策
、
労
働
市
場
あ
る
い
は
職
業
教
育
の
よ
う
な
一
般
的
な
利
益
を
考
慮
し
て
判
断
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
若
年

者
や
高
齢
者
を
職
業
に
編
入
す
る
た
め
の
雇
用
条
件
…
労
働
条
件
や
、
企
業
年
金
に
お
け
る
年
齢
基
準
、
あ
る
い
は
、
老
齢
年
金
を

（封）

受
給
で
き
る
時
点
を
定
年
年
齢
と
す
る
な
ど
、
特
に
労
働
市
場
に
お
け
る
高
齢
労
働
者
の
保
護
は
重
要
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
異
な
る

取
扱
い
が
正
当
化
さ
れ
る
範
囲
は
広
く
認
め
ら
れ
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ま
で
ド
イ
ツ
で
は
、
段
階
的
な
引
退
を
促
進
す
る
た
め
の
制
度
と
し
て
高
齢
者
パ
ー
ト
タ
イ
ム
制
度
や
、
中
高
年
齢
者
の
再

就
職
を
円
滑
に
す
る
た
め
の
措
置
と
し
て
、
有
期
契
約
規
制
の
緩
和
が
講
じ
ら
れ
て
き
た
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
、
中
高
年
労
働
者

と
い
う
一
定
年
齢
以
上
の
労
働
者
の
み
を
対
象
と
す
る
政
策
で
あ
る
た
め
、
一
般
的
平
等
取
扱
法
に
抵
触
す
る
の
で
は
な
い
か
と
の
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説

問
題
が
生
じ
る
可
能
性
が
あ
る
。
事
実
、
前
述
し
た
よ
う
に
パ
ー
ト
・
有
期
労
働
契
約
法
の
規
定
は
、
二
〇
〇
五
年
二
月
の
欧
州

裁
判
所
判
決
で
E
C
指
令
違
反
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
お
り
、
一
般
的
平
等
取
扱
法
と
の
抵
触
問
題
が
懸
念
さ
れ
る
と
こ
ろ
で

論
　
あ
る
。
今
後
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
高
齢
者
雇
用
促
進
政
策
は
、
こ
の
一
般
的
平
等
取
扱
法
の
年
齢
差
別
禁
止
に
も
留
意
す
る
必
要
が

あ
る
。

五
　
日
本
の
高
齢
者
雇
用
政
策
の
新
モ
デ
ル

1
　
日
本
の
高
齢
者
雇
用
の
現
状

日
本
に
お
い
て
も
ド
イ
ツ
と
同
様
に
、
少
子
高
齢
化
の
進
展
に
よ
る
年
金
財
政
の
負
担
軽
減
策
と
し
て
、
年
金
の
支
給
開
始
年
齢

の
引
上
げ
が
重
要
な
政
策
手
段
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
被
保
険
者
が
実
際
に
受
給
し
始
め
る
年
齢
を
遅
ら
せ
る
こ
と
が
で

き
れ
ば
、
年
金
財
政
に
と
っ
て
そ
れ
だ
け
負
担
が
軽
減
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
実
際
に
支
給
開
始
年
齢

を
引
上
げ
る
た
め
に
は
、
雇
用
と
年
金
の
接
続
を
強
化
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
は
高
齢
者
の
就
労
の
場
の
確
保
が

課
題
と
な
っ
て
い
る
。

で
は
、
実
際
の
日
本
の
高
齢
者
雇
用
の
現
状
は
ど
う
な
っ
て
い
る
だ
ろ
か
。
平
成
一
八
年
版
「
厚
生
労
働
白
書
」
で
日
本
の
高
齢

者
雇
用
の
現
状
を
見
る
と
、
中
高
年
齢
者
の
再
就
職
は
困
難
で
あ
り
、
加
え
て
、
中
高
年
齢
者
は
若
年
者
に
比
べ
て
長
期
失
業
者
の

（諦）

割
合
が
高
く
、
一
度
失
業
す
る
と
再
就
職
は
困
難
な
状
況
に
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
、
労
働
政
策
研
究
・
研
修
機
構
が
行
っ
た

（罰）

中
高
年
齢
者
の
雇
用
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
に
よ
る
と
、
回
答
企
業
の
う
ち
定
年
制
の
定
め
が
あ
る
企
業
は
九
八
二
％
で
あ

り
、
う
ち
再
雇
用
制
度
や
勤
務
延
長
制
度
な
ど
の
継
続
雇
用
制
度
が
あ
る
企
業
は
八
三
・
五
％
で
あ
っ
た
。

42巻1号（2007．7）（104）
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し
か
し
、
実
際
の
適
用
状
況
を
見
る
と
、
「
会
社
が
認
め
た
者
に
限
る
」
と
答
え
企
業
が
六
六
・
七
％
と
最
も
多
く
、
「
原
則
と
し

て
希
望
者
全
員
」
は
二
一
二
％
と
な
っ
て
お
り
、
定
年
後
も
本
人
の
希
望
ど
お
り
に
継
続
雇
用
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
現
状

を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
継
続
雇
用
制
度
を
適
用
さ
れ
た
と
し
て
も
、
嘱
託
や
パ
ー
ト
に
身
分
が
変
更
さ
れ
る
と
す
る

企
業
は
約
七
三
％
で
あ
り
、
正
社
員
の
ま
ま
は
二
三
・
〇
％
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
所
属
部
署
や
労
働
時
間
は
「
変
わ
ら

な
い
」
が
多
く
を
占
め
て
い
る
も
の
の
、
賃
金
は
「
減
る
」
と
回
答
が
ほ
と
ん
ど
を
占
め
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
中
高
年
齢
労
働
者
の
雇
用
失
業
情
勢
及
び
継
続
雇
用
は
依
然
と
し
て
厳
し
い
状
況
に
あ
り
、
加
え
て
二
〇
〇
七
年

か
ら
二
〇
〇
九
年
に
は
団
塊
世
代
の
大
量
定
年
退
職
者
が
発
生
す
る
と
予
想
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
本
格
的
な
高
齢
化
社
会
に
対

応
し
た
高
年
齢
者
雇
用
対
策
の
充
実
は
喫
緊
の
課
題
で
あ
る
。
ま
た
、
今
後
の
年
金
財
政
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
は
、
高
齢
者
が
適

当
な
仕
事
に
就
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
再
教
育
訓
練
な
ど
を
通
じ
て
労
働
能
力
の
質
を
高
め
る
と
と
も
に
、
企
業
側
に
も
継
続
雇

用
や
再
雇
用
制
度
の
充
実
に
よ
り
高
齢
労
働
者
の
活
用
を
図
っ
て
い
く
こ
と
が
望
ま
れ
る
。

2
　
現
在
の
中
高
年
齢
者
雇
用
政
策

（
1
）
　
こ
れ
ま
で
の
中
高
年
齢
者
の
雇
用
政
策

日
本
の
中
高
年
齢
者
の
雇
用
政
策
は
、
一
九
七
一
年
の
「
中
高
年
齢
者
等
の
雇
用
の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
」
（
中
高
年
齢

者
雇
用
促
進
法
）
　
に
始
ま
り
、
一
九
七
六
年
の
「
中
高
年
齢
者
雇
用
促
進
法
の
改
正
」
、
さ
ら
に
同
法
は
一
九
八
六
年
に
「
高
年
齢

者
の
雇
用
の
安
定
等
に
関
す
る
法
律
」
（
高
年
齢
者
雇
用
安
定
法
）
　
に
改
正
さ
れ
た
。
高
年
齢
者
雇
用
安
走
法
は
、
事
業
主
が
定
年

を
定
め
る
場
合
に
は
六
〇
歳
以
上
と
す
る
こ
と
を
努
力
義
務
と
す
る
な
ど
、
高
年
齢
者
の
安
定
し
た
雇
用
の
確
保
の
促
進
を
図
る
た

め
の
措
置
が
講
じ
ら
れ
た
。
そ
の
後
、
六
〇
歳
定
年
制
の
普
及
と
六
五
歳
ま
で
の
継
続
雇
用
の
促
進
、
さ
ら
に
、
厚
生
年
金
の
定
額
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部
分
の
支
給
開
始
年
齢
を
段
階
的
に
六
〇
歳
か
ら
六
五
歳
に
引
き
上
げ
る
年
金
制
度
の
改
正
を
受
け
て
、
一
九
九
四
年
に
高
年
齢
者

雇
用
安
定
法
が
改
正
さ
れ
、
六
〇
歳
未
満
の
定
年
制
が
禁
止
さ
れ
る
と
と
も
に
、
六
五
歳
ま
で
の
継
続
雇
用
の
導
入
が
事
業
主
の
努

論
　
力
義
務
と
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
六
〇
歳
定
年
制
は
義
務
化
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
六
五
歳
ま
で
の
雇
用
の
確
保
は
努
力
義
務
と

さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
実
態
と
し
て
も
六
五
歳
ま
で
働
け
る
場
を
確
保
す
る
企
業
は
約
三
〇
％
程
度
で
あ
る
。

（
2
）
　
二
〇
〇
四
年
高
年
齢
者
雇
用
安
定
法
改
正

少
子
高
齢
化
の
急
速
な
進
展
を
踏
ま
え
、
少
な
く
と
も
年
金
支
給
開
始
年
齢
ま
で
は
働
き
続
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
た

め
に
、
二
〇
〇
四
年
に
高
年
齢
者
雇
用
安
定
法
が
改
正
さ
れ
た
。
同
法
は
、
二
〇
二
二
年
ま
で
に
厚
生
年
金
の
定
額
部
分
の
支
給
開

始
年
齢
が
段
階
的
に
六
五
歳
ま
で
引
き
上
げ
ら
れ
る
の
に
合
わ
せ
て
、
二
〇
〇
六
年
四
月
か
ら
、
定
年
の
引
き
上
げ
、
継
続
雇
用
制

度
の
導
入
、
定
年
の
定
め
の
廃
止
の
う
ち
い
ず
れ
か
の
措
置
（
高
年
齢
者
雇
用
確
保
措
置
）
を
講
じ
る
こ
と
を
事
業
主
に
義
務
づ
け

て
い
た
。
そ
の
他
、
離
職
す
る
高
齢
者
に
対
す
る
求
職
活
動
支
援
書
の
作
成
や
交
付
、
募
集
・
採
用
の
上
限
年
齢
を
設
定
す
る
際
の

理
由
の
明
示
が
、
企
業
に
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
高
年
齢
者
雇
用
安
定
法
の
改
正
に
よ
り
、
企
業
は
高
齢
者
の
就
業
機
会
の

確
保
や
継
続
雇
用
の
実
施
を
迫
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
今
後
の
人
事
労
務
管
理
の
在
り
方
を
模
索
し
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
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3
　
ド
イ
ツ
の
労
働
市
場
改
革
が
日
本
に
示
唆
す
る
も
の

ド
イ
ツ
と
日
本
の
高
齢
者
雇
用
の
類
似
点
と
し
て
は
、
①
企
業
は
高
齢
者
を
コ
ス
ト
高
で
使
い
に
く
い
労
働
力
だ
と
見
る
傾
向
が

強
い
こ
と
、
②
高
齢
者
の
賃
金
に
つ
い
て
は
な
ん
ら
か
の
見
直
し
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
こ
と
、
③
高
齢
者
雇
用
を
促
進
す

る
た
め
に
、
高
齢
者
に
適
し
た
仕
事
の
開
発
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
こ
と
、
ま
た
、
相
違
点
と
し
て
は
、
①
日
本
で
は
従
業

員
は
働
け
る
う
ち
は
働
き
た
い
と
思
っ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
ド
イ
ツ
で
は
職
業
生
活
か
ら
早
く
引
退
し
た
い
と
考
え
て
い
る
こ
と
、
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②
日
本
の
企
業
は
高
齢
者
の
継
続
雇
用
に
お
い
て
企
業
が
用
意
す
る
条
件
の
う
ち
、
労
働
時
間
に
関
し
て
柔
軟
性
が
あ
ま
り
な
い
の

に
対
し
て
、
ド
イ
ツ
に
は
短
時
間
正
社
員
の
仕
組
み
が
あ
り
、
高
齢
者
の
多
様
な
要
望
に
応
え
る
条
件
が
整
っ
て
い
る
こ
と
等
が
指

（37）

摘
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
日
独
の
高
齢
者
雇
用
の
類
似
点
…
相
違
点
を
踏
ま
え
た
上
で
、
今
後
の
日
本
の
高
齢
者
雇
用
政
策
に
対
し
て
、
ド
イ

ツ
の
高
齢
者
雇
用
政
策
が
ど
の
よ
う
な
示
唆
を
与
え
る
か
に
つ
い
て
若
干
指
摘
し
た
い
。

第
一
に
、
高
齢
者
が
そ
の
意
欲
や
能
力
・
体
力
に
応
じ
た
就
労
を
実
現
す
る
た
め
に
、
高
齢
労
働
者
の
多
様
な
ニ
ー
ズ
に
対
応
し

た
雇
用
・
就
業
機
会
の
確
保
が
重
要
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
ド
イ
ツ
の
高
齢
者
パ
ー
ト
の
考
え
方
は
非
常
に
有
益
で
あ
る
と
思
わ
れ

る
。
具
体
的
に
は
、
各
企
業
が
短
時
間
正
社
貞
制
度
を
導
入
し
、
年
金
支
給
開
始
年
齢
ま
で
の
間
、
正
社
員
と
同
様
の
役
割
や
責
任

を
担
い
つ
つ
、
短
時
間
勤
務
を
行
う
こ
と
を
希
望
し
た
者
に
対
し
て
適
用
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
実
際
、
平
成
一
八
年
版
「
労

働
経
済
自
書
」
に
よ
る
と
、
高
齢
者
の
就
業
意
欲
が
高
く
、
年
齢
が
高
ま
る
に
つ
れ
短
時
間
勤
務
希
望
者
の
割
合
が
急
激
に
上
昇
し

て
い
る
こ
と
か
ら
、
短
時
間
勤
務
な
ど
の
非
正
規
雇
用
の
形
態
が
高
齢
者
の
重
要
な
就
業
機
会
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
改
正
高
年

齢
者
雇
用
安
定
法
は
継
続
雇
用
制
度
の
導
入
等
に
よ
る
六
五
歳
ま
で
の
雇
用
機
会
の
確
保
を
謳
っ
て
お
り
、
六
〇
歳
以
降
は
労
働
者

の
希
望
に
応
じ
て
短
時
間
正
社
員
と
し
て
の
高
齢
者
パ
ー
ト
を
選
択
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
制
度
設
計
が
求
め
ら
れ
る
。

こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
ド
イ
ツ
の
高
齢
者
パ
ー
ト
を
そ
の
ま
ま
取
り
入
れ
る
の
で
は
な
く
、
高
齢
者
短
時
間
正
社
員
制
度
と
し
て

検
討
し
て
い
く
と
い
う
点
で
あ
る
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
で
は
ブ
ロ
ッ
ク
モ
デ
ル
の
普
及
に
よ
っ
て
、
本
来
意
図
し
た

段
階
的
引
退
と
い
う
目
的
を
達
成
す
る
手
段
に
な
っ
て
い
な
い
と
い
う
問
題
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
た
め
、
日
本
で
高
齢
者
短
時
間
正

社
員
制
度
を
導
入
す
る
に
は
、
こ
の
点
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

第
二
に
、
再
就
職
が
困
難
な
高
齢
者
の
た
め
の
貸
金
支
給
保
証
や
企
業
に
対
す
る
受
入
手
当
な
ど
の
施
策
、
さ
ら
に
は
高
齢
労
働
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者
の
自
己
訓
練
へ
の
費
用
償
還
や
雇
用
…
訓
練
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
日
本
の
労
働
市
場
政
策
に
も
参
考
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
、

ド
イ
ツ
で
は
賃
金
支
給
保
証
や
受
入
手
当
は
〓
疋
期
間
失
業
状
態
に
あ
る
高
齢
者
及
び
そ
の
者
を
採
用
す
る
企
業
に
イ
ン
セ
ン
テ
ィ

論
　
ブ
を
与
え
る
も
の
と
し
て
導
入
さ
れ
た
も
の
の
、
企
業
の
視
点
か
ら
は
必
ず
し
も
魅
力
的
な
も
の
と
は
な
っ
て
お
ら
ず
、
こ
の
効
果

は
不
十
分
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
新
た
な
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
5
0
プ
ラ
ス
が
今
後
ど
の
よ
う
な
効
果
を
も
た
ら
す
か
注
目
し
た
い
。

ま
た
、
中
高
年
齢
者
の
再
就
職
支
援
と
し
て
能
力
開
発
や
雇
用
・
訓
練
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、
現
在
、
日
本
で
も
様
々
な
形
で
行
わ
れ

て
い
る
が
、
既
存
の
施
策
の
有
効
性
と
効
率
性
を
向
上
さ
せ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
よ
う
に
企
業
や
労
働
者
自
身
の

自
助
努
力
に
よ
る
能
力
開
発
だ
け
で
は
な
く
、
中
高
年
労
働
者
が
失
業
を
経
ず
に
再
就
職
す
る
た
め
に
は
、
在
職
中
か
ら
自
分
の
適

性
や
能
力
に
あ
っ
た
能
力
開
発
を
行
う
た
め
の
国
や
企
業
に
よ
る
再
就
職
支
援
が
必
要
で
あ
る
。
ま
た
、
中
高
年
齢
者
の
長
い
職
業

経
験
と
豊
富
な
業
務
知
識
を
生
か
し
て
再
就
職
先
を
見
つ
け
る
こ
と
や
、
職
業
相
談
機
関
に
お
け
る
情
報
提
供
や
事
業
主
が
行
う
再

就
職
支
援
に
向
け
た
取
り
組
み
等
の
実
効
性
を
高
め
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
は
行
政
が
必
要
な
支
援
・
援
助
（
場
合

に
よ
っ
て
は
補
助
金
支
給
な
ど
の
助
成
措
置
）
を
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

第
三
に
、
定
年
制
を
含
め
た
年
齢
差
別
禁
止
法
の
導
入
は
、
今
後
、
日
本
で
大
い
に
参
考
に
す
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
年
齢
差
別

禁
止
法
に
よ
る
定
年
制
の
廃
止
は
必
ず
し
も
そ
の
ま
ま
日
本
に
導
入
で
き
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
日
本
で

は
年
齢
と
い
う
要
素
が
人
事
労
務
管
理
に
お
い
て
依
然
と
し
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
法
律
に
よ
る
年
齢
差
別

の
禁
止
は
労
働
市
場
の
混
乱
を
招
く
恐
れ
が
あ
る
こ
と
や
、
定
年
制
の
雇
用
保
障
機
能
が
失
わ
れ
る
と
、
高
齢
者
の
雇
用
機
会
の
確

保
に
か
え
っ
て
悪
影
響
を
及
ぼ
す
可
能
性
が
あ
る
こ
と
等
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
年
齢
差
別
禁
止
法
を
導
入
し
て
定
年
制
を

撤
廃
す
る
こ
と
に
よ
り
、
高
齢
者
の
就
労
が
増
加
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
が
、
必
ず
し
も
そ
の
よ
う
な
効
果
が
な
い
こ
と
は
前
述

し
た
ド
イ
ツ
の
経
験
が
す
で
に
証
明
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
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現
行
法
を
見
て
み
る
と
、
例
え
ば
六
〇
歳
未
満
の
定
年
を
禁
止
す
る
日
本
の
高
齢
者
雇
用
安
定
法
は
、
定
年
制
の
雇
用
保
障
機
能

に
着
目
し
て
六
〇
歳
ま
で
の
雇
用
の
安
定
を
図
る
と
い
う
趣
旨
で
あ
り
、
年
令
を
理
由
と
す
る
差
別
を
禁
止
す
る
と
い
う
考
え
方
に

基
づ
く
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
、
高
齢
者
の
保
護
や
雇
用
促
進
の
た
め
の
優
遇
措
置
（
例
え
ば
、
労
基
法
一
四
条
第
一
項
第
二
号
の

五
年
の
有
期
労
働
契
約
）
も
、
日
本
で
は
雇
用
政
策
の
観
点
か
ら
政
策
的
配
慮
を
加
え
て
実
施
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
と
理
解
さ

れ
て
お
り
、
そ
こ
に
は
、
高
齢
者
の
保
護
や
雇
用
促
進
の
た
め
の
優
遇
措
置
の
よ
う
な
年
齢
を
用
い
た
雇
用
管
理
が
差
別
に
あ
た
る

と
の
議
論
は
殆
ど
存
在
し
な
い
。

こ
の
よ
う
に
、
年
齢
差
別
禁
止
法
は
高
齢
者
雇
用
政
策
の
一
つ
の
選
択
肢
に
な
る
で
あ
ろ
う
が
、
日
本
の
雇
用
慣
行
…
労
働
市
場

の
状
況
を
念
頭
に
置
い
た
う
え
で
、
中
高
年
齢
者
の
雇
用
機
会
の
確
保
と
い
う
目
的
と
の
関
係
を
踏
ま
え
て
慎
重
に
検
討
し
て
い
く

必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
ま
ず
は
、
「
事
業
主
は
、
労
働
者
の
募
集
及
び
採
用
に
つ
い
て
、
そ
の
年
齢
に
か
か
わ
り

な
く
均
等
な
模
会
を
与
え
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
旨
の
努
力
義
務
規
定
（
雇
用
対
策
法
）
　
に
基
づ
き
、
中
高
年
齢
者
の

再
就
職
促
進
の
た
め
に
、
募
集
・
採
用
時
の
年
齢
制
限
を
是
正
す
る
企
業
の
取
り
組
み
を
積
極
的
に
推
進
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
で

あ
る
と
考
え
る
。

本
稿
は
、
平
成
一
七
二
八
年
度
の
二
カ
年
に
わ
た
っ
て
科
学
研
究
費
補
助
金
を
受
け
て
行
っ
た
、
基
盤
研
究
（
C
）
「
労
働
市
場

政
策
の
新
モ
デ
ル
の
提
示
」
　
の
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

3　2　1

国
立
社
会
保
障
・
人
口
問
題
研
究
所
『
H
本
の
将
来
推
計
人
口
　
（
平
成
一
八
年
一
二
月
推
計
）
』

h
＃
p
‥
＼
＼
‘
〕
弓
一
己
紆
…
n
e
t
＼
S

独
立
行
政
法
人
労
働
政
策
研
究
・
研
修
機
構
冒
u
s
i
n
e
s
s
F
b
O
r
百
e
n
d
L
　
（
二
〇
〇
六
年
一
一
月
）
　
二
四
頁
。
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（
4
）
　
最
近
の
I
A
B
（
ド
イ
ツ
雇
用
市
場
研
究
所
）
の
調
査
（
二
〇
〇
〇
年
）
に
よ
る
と
、
ド
イ
ツ
企
業
に
お
け
る
現
時
点
の
雇
用
管
理
上

の
問
題
と
し
て
は
、
「
熟
練
労
働
力
の
不
足
」
（
三
九
⊥
ハ
％
）
、
「
追
加
訓
練
の
緊
急
性
」
（
二
七
・
四
％
）
、
「
従
業
員
の
高
齢
化
」
（
二
三
…
〇
％
）

と
な
っ
て
い
る
。
労
働
政
策
研
究
…
研
修
機
構
『
労
働
政
策
研
究
報
告
書
m
1
3
』
第
五
章
「
ド
イ
ツ
の
状
況
」
（
二
〇
〇
四
年
）
五
一
頁
。

（
5
）
　
ド
イ
ツ
の
定
年
制
を
め
ぐ
る
立
法
政
策
に
つ
い
て
は
、
櫻
庭
涼
子
「
年
齢
差
別
禁
止
の
差
別
法
理
と
し
て
の
特
質
（
四
）
－
比
較
法
的

考
察
か
ら
得
ら
れ
る
も
の
－
」
法
学
協
会
雑
誌
第
一
二
二
巻
第
六
号
一
二
二
頁
が
詳
し
い
。
定
年
制
に
関
す
る
法
改
正
の
動
向
に
つ
い
て

は
、
桜
庭
論
文
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。

（
6
）
　
㈲
高
年
齢
者
雇
用
開
発
協
会
「
諸
外
国
に
お
け
る
高
齢
者
の
就
業
形
態
の
実
情
に
関
す
る
調
査
研
究
報
告
書
I
欧
州
主
要
国
編
」
井
口

泰
「
第
二
部
第
五
章
ド
イ
ツ
」
担
当
（
平
成
一
五
年
三
月
）
一
〇
九
頁
参
照
。

（
7
）
　
G
e
s
e
訂
畠
雲
…
－
浩
の
．
B
G
B
〓
L
O
扇
i
n
琴
塾
g
e
t
r
e
t
e
n
a
ヨ
ー
．
巴
雷
の
．

（
8
）
　
D
i
e
Z
e
i
t
く
○
ヨ
P
p
g
声
S
．
∽
p

（
9
）
　
櫻
庭
涼
子
「
年
齢
差
別
禁
止
の
差
別
法
理
と
し
て
の
特
質
（
五
）
－
比
較
法
的
考
察
か
ら
得
ら
れ
る
も
の
ー
」
法
学
協
会
雑
誌
第

一
二
二
巻
第
九
号
一
二
三
頁
。

（
1
0
）
　
独
立
行
政
法
人
労
働
政
策
研
究
・
研
修
機
構
『
B
u
s
i
n
e
s
s
F
b
O
r
T
r
e
n
d
』
（
二
〇
〇
六
年
一
二
月
）
二
一
頁
。

（
1
1
）
　
ハ
ル
ツ
委
員
会
報
告
の
基
本
的
な
考
え
方
は
、
「
自
助
努
力
を
呼
び
起
こ
し
つ
つ
、
保
障
を
約
束
す
る
（
E
i
g
e
n
a
k
穿
き
聖
e
n
a
u
s
－
訝
e
n
．

S
i
c
h
e
r
h
e
i
t
e
i
n
訂
e
n
）
」
と
し
て
、
そ
の
目
標
は
、
「
三
年
間
で
失
業
者
を
半
数
以
下
の
二
〇
〇
万
人
に
す
る
」
と
設
定
し
た
。
ま
た
、

同
報
告
は
、
「
積
極
的
労
働
市
場
政
策
」
か
ら
、
「
労
働
市
場
政
策
へ
の
積
極
化
」
へ
の
転
換
を
主
張
し
た
。
こ
の
中
で
、
高
齢
者
対
策
と

し
て
は
、
「
橋
渡
し
シ
ス
テ
ム
（
ブ
リ
ッ
ジ
シ
ス
テ
ム
）
を
導
入
し
、
五
五
歳
以
上
の
高
齢
者
に
、
早
期
引
退
制
度
を
適
用
し
、
失
業
者

は
求
職
活
動
を
放
棄
す
る
が
、
失
業
給
付
よ
り
二
五
％
少
な
い
手
当
と
社
会
保
険
料
相
当
を
支
給
す
る
こ
と
が
提
案
さ
れ
た
。

（
ほ
）
　
労
働
政
策
研
究
・
研
修
機
構
下
イ
ツ
に
お
け
る
労
働
市
場
改
革
－
そ
の
評
価
と
展
望
：
』
労
働
政
策
研
究
報
告
書
N
O
．
＄
（
二
〇
〇
六

年
）
一
二
頁
。

（
1
3
）
　
前
掲
（
注
1
2
）
一
〇
頁
。

（
1
4
）
　
有
期
労
働
契
約
に
関
し
て
は
、
そ
の
後
、
二
〇
〇
三
年
一
二
月
二
四
日
「
労
働
市
場
改
革
法
（
旨
b
e
i
t
s
m
a
r
k
官
許
r
ヨ
g
e
S
e
蚤
に
よ
っ

て
、
新
規
開
業
者
に
つ
い
て
は
、
正
当
事
由
な
し
に
労
働
契
約
の
期
限
設
定
が
認
め
ら
れ
る
期
間
が
二
年
か
ら
最
大
四
年
ま
で
拡
大
さ
れ
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た
　
（
同
条
一
四
条
二
a
条
と
し
て
挿
入
）
。
有
期
契
約
の
締
結
に
つ
き
正
当
事
由
を
求
め
な
い
範
囲
を
拡
大
す
る
こ
と
で
、
起
業
を
容
易

に
し
、
雇
用
の
促
進
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
を
期
待
し
た
も
の
で
あ
る
。
本
稿
で
は
高
齢
者
雇
用
に
限
定
し
て
い
る
た
め
、
こ
の
点
は
省

略
す
る
。

（
1
5
）
　
な
お
、
一
九
九
六
年
就
業
促
進
法
に
よ
っ
て
導
入
さ
れ
た
と
き
は
、
年
齢
は
満
六
〇
歳
以
上
で
あ
っ
た
が
、
二
〇
〇
〇
年
の
パ
ー
ト
・

有
期
労
働
契
約
法
制
定
時
に
満
五
八
歳
に
引
下
げ
ら
れ
た
。

（
1
6
）
　
有
期
雇
用
の
利
用
状
況
を
見
る
と
、
一
九
七
〇
年
代
は
じ
め
に
は
、
有
期
雇
用
は
二
〇
万
、
一
九
九
一
年
に
は
二
四
〇
万
（
全
労
働

関
係
の
八
％
）
、
二
〇
〇
〇
年
に
は
二
七
〇
万
（
九
％
）
と
な
っ
て
い
る
。
最
近
で
は
有
期
の
新
規
雇
用
の
数
が
高
く
な
っ
て
お
り
、
特

に
若
者
の
有
期
雇
用
率
が
半
数
以
上
を
占
め
て
い
る
。
二
〇
〇
〇
年
に
は
三
〇
歳
以
下
の
労
働
者
の
四
人
に
一
人
は
有
期
労
働
関
係
で
働

い
て
い
る
（
一
三
〇
万
人
）
。
一
方
、
三
〇
～
四
〇
歳
の
労
働
者
の
率
は
八
％
（
七
六
万
人
）
、
四
〇
～
六
〇
歳
の
高
齢
者
グ
ル
ー
プ
は
五
％

（
七
〇
万
）
と
な
っ
て
お
り
、
年
齢
が
高
く
な
る
ほ
ど
有
期
労
働
契
約
の
割
合
は
低
く
な
っ
て
い
る
。

（
1
7
）
　
法
案
段
階
で
は
五
〇
歳
で
二
〇
〇
五
年
末
ま
で
と
な
っ
て
い
た
が
、
同
法
一
四
条
二
項
に
よ
っ
て
二
年
の
有
期
契
約
を
締
結
し
た
場
合

に
は
、
実
質
的
に
満
五
〇
歳
か
ら
正
当
事
由
な
し
に
有
期
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
。

（
1
8
）
　
E
u
G
H
く
○
ヨ
N
N
．
－
－
．
N
書
甲
R
e
c
h
t
s
s
a
c
h
e
C
・
－
怠
＼
O
P

（
1
9
）
　
拙
稿
「
海
外
判
例
レ
ポ
ー
ト
」
労
働
判
例
九
一
二
号
（
二
〇
〇
六
年
）
九
六
頁
以
下
拙
稿
「
高
齢
者
を
優
遇
す
る
労
働
市
場
政
策
と
E

U
指
令
の
年
齢
差
別
規
制
」
労
働
判
例
九
一
二
号
（
二
〇
〇
六
年
）
九
六
頁
以
下
、
橋
本
陽
子
「
年
齢
差
別
の
成
否
と
平
等
指
令
へ
の
国

内
法
の
強
行
的
適
合
解
釈
義
務
」
貿
易
と
関
税
五
四
巻
九
号
（
二
〇
〇
六
年
）
　
七
五
頁
以
下
、
名
古
道
功
「
ド
イ
ツ
有
期
労
働
契
約
法
と

E
U
指
令
と
の
抵
触
」
国
際
商
事
法
務
三
四
巻
一
二
号
（
二
〇
〇
六
年
）
一
六
五
〇
頁
以
下
が
あ
る
。

（
2
0
）
　
B
G
B
〓
N
0
8
．
巴
R
f
．
く
O
m
N
P
－
N
．
N
e
B
b
N
声
B
G
B
〓
N
0
8
．
N
浩
甲
3
m
N
P
－
N
．
N
e
8
．

（
2
1
）
　
首
鼠
冨
こ
ぜ
塁
h
S
ざ
記
し
訂
♀
更
ぎ
罠
D
a
s
n
e
u
e
旨
b
e
i
｛
堵
e
C
h
t
－
N
e
e
ひ
．
N
望
…

（
2
2
）
　
実
際
、
二
〇
〇
三
年
に
は
六
万
九
二
〇
〇
人
（
前
年
に
比
べ
一
五
％
ア
ッ
プ
）
が
高
齢
者
パ
ー
ト
で
働
い
て
い
る
。

（
2
3
）
　
b
Q
鼓
S
曹
至
芸
ざ
記
し
訂
q
b
ぎ
鼻
a
…
a
…
O
h
N
箪
な
お
、
同
法
と
二
〇
〇
四
年
三
月
二
日
の
年
金
保
障
の
持
続
的
な
財
政
基
盤

の
保
障
の
た
め
の
法
律
（
「
年
金
持
続
法
」
）
は
密
接
な
関
係
が
あ
る
。
年
金
持
続
法
は
、
年
金
保
険
料
率
算
定
方
法
の
変
更
が
柱
で
、
年

金
を
受
給
す
る
側
と
、
労
働
者
な
ど
保
険
料
を
支
払
う
側
の
バ
ラ
ン
ス
が
変
わ
っ
て
も
、
保
険
料
率
を
〓
疋
に
保
つ
　
（
受
給
者
が
増
加
す
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論　　説

（24）（25）（26）（27）（28）（29）（30）（31）（32）（33）（34）（35）（36）（37）

る
と
給
付
額
が
減
る
）
仕
組
み
を
導
入
し
た
。
加
え
て
、
〇
九
年
以
降
は
、
早
期
受
給
の
場
合
で
も
、
六
三
歳
に
な
ら
な
け
れ
ば
受
給
で

き
な
い
こ
と
も
定
め
た
。

盲
旨
ざ
三
屋
葛
鼠
も
訂
溺
首
鼠
6
賢
邑
一
a
…
a
．
〇
一
S
．
U
N
U
．

無
も
詳
呉
U
m
b
a
u
d
e
s
と
t
e
r
s
t
e
i
汀
の
i
宙
e
s
e
訂
e
s
i
m
謬
F
m
e
n
く
O
n
b
a
r
汀
≡
㍉
N
N
A
N
O
声
S
N
（
＄
留
…

E
く
a
l
u
a
許
n
s
b
e
【
訂
h
t
e
n
N
0
0
ひ
u
n
d
N
O
宗
く
O
n
M
O
d
u
〓
d
（
Z
E
W
＼
H
ら
く
H
ト
ロ
）
　
h
霧
p
‥
＼
＼
毛
竜
声
b
ヨ
a
S
．
b
u
n
d
．
d
e
＼

連
立
政
権
の
年
金
政
策
に
よ
れ
ば
、
二
〇
一
四
年
か
ら
二
〇
二
二
年
ま
で
は
毎
年
一
カ
月
ず
つ
、
二
〇
二
五
年
か
ら
二
〇
二
八
年
ま
で

は
毎
年
二
カ
月
ず
つ
年
金
支
給
開
始
年
齢
を
引
き
上
げ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
二
〇
一
二
年
に
一
カ
月
引
き
上
げ
る
こ
と
に
始

ま
り
、
一
七
年
後
の
二
〇
二
九
年
に
は
六
七
歳
へ
の
引
き
上
げ
が
完
了
す
る
こ
と
に
な
る
。
藤
本
健
太
郎
「
ド
イ
ツ
の
新
連
立
政
権
の
年

金
政
策
－
少
子
高
齢
化
を
い
か
に
乗
り
切
る
か
－
」
海
外
社
会
保
障
研
究
一
五
五
号
（
二
〇
〇
六
年
）
　
二
〇
頁
。

h
｛
音
：
＼
＼
雲
1
一
声
k
p
m
g
…
○
ユ
p
＼
r
e
s
O
u
r
C
e
S
＼
n
e
w
s
k
詳
r
＼
j
p
＼
g
e
r
m
P
ロ
＼
N
0
0
巴
N
＼
8
．
h
雷
－

M
a
t
e
r
i
a
－
N
u
m
H
n
f
O
r
m
a
t
i
O
n
‥
h
i
t
i
a
t
i
く
e
g
p
F
s
‥
E
c
k
p
u
n
k
t
e
N
u
r
E
r
h
夢
u
n
g
d
e
r
B
e
s
c
h
仰
ぎ
i
g
u
n
g
s
f
夢
i
g
k
e
i
t
u
n
d
d
e
r

B
e
s
c
h
賢
i
叫
u
n
g
S
C
h
p
コ
C
e
n
巴
t
e
r
e
r
M
e
n
s
c
h
e
n
i
n
D
e
u
t
s
c
h
】
a
n
d
．

前
掲
（
注
1
0
）
　
三
七
頁
。

前
掲
　
（
注
3
）
　
三
六
頁
。

山
川
和
義
「
差
別
禁
止
へ
の
あ
ら
た
な
取
組
み
－
差
別
禁
止
法
案
の
紹
介
」
労
働
法
律
旬
報
一
六
〇
八
号
（
二
〇
〇
五
年
）
一
二
頁
。

ゝ
姿
賢
さ
昌
二
軍
訂
已
キ
ー
D
a
s
A
〓
g
e
m
e
i
n
e
 
G
－
e
i
c
h
b
e
h
a
n
d
－
u
n
g
s
g
e
s
e
t
N
・
A
G
G
”
C
ヽ
馬
ミ
3
詳
訂
g
I
A
r
b
e
i
t
s
r
e
c
h
t
－
i
c
h
e
r

D
i
s
k
ユ
m
i
n
i
e
r
u
n
g
s
s
c
h
u
年
も
≡
ミ
寧
馬
扇
ぎ
こ
d
a
s
n
e
u
e
G
】
e
i
c
h
b
e
h
P
コ
d
】
u
n
g
s
g
e
s
e
F

斎
藤
純
子
「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
E
U
平
等
待
遇
指
令
の
国
内
法
化
と
一
般
平
等
待
遇
法
の
制
定
」
外
国
の
立
法
二
三
〇
号
（
二
〇
〇
六

年
）
　
九
一
頁
以
下
。

前
掲
・
山
川
論
文
（
注
3
2
）
一
四
頁
。

厚
生
労
働
省
編
「
平
成
一
八
年
版
厚
生
労
働
白
書
」
（
二
〇
〇
六
年
）
七
二
頁
。

独
立
行
政
法
人
労
働
政
策
研
究
…
研
修
機
構
「
B
u
s
i
n
e
s
s
F
b
O
r
百
e
n
d
」
　
二
〇
〇
四
年
一
一
月
、
七
頁
以
下
。

藤
村
博
之
「
高
齢
者
雇
用
の
課
題
を
考
え
る
－
日
独
比
較
を
中
心
に
」
『
労
働
力
の
高
齢
化
と
日
欧
政
府
…
企
業
の
対
応
』
　
日
本
労
働
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研
究
機
構
（
二
〇
〇
三
年
九
月
）
。


